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バイナリー・オプション取引に関する日証協における規制について（案） 

本ＷＧにおける規制の検討対象について 

金商業等府令 監督指針 【参考】金先協規則 

○「特定店頭オプション取引（個

人に限る）」を規制の対象として

いる。 

→「特定店頭オプション取引」

とは、以下のすべてにあたるも

の[金商業等府令 123 条 6 項] 

 店頭デリバティブ取引

 金商法 2条 22 項 3 号（オプシ

ョン取引※）又は 4 号（指数

オプション取引）

※権利を行使することにより成

立する取引が同項２号に掲げ

る取引（指数先渡取引）であ

るものに限る。 

 オプションが行使された場合

に一定額の金銭を授受するこ

ととなるもの

○「個人向けの特定店頭オプシ

ョン取引」を対象としている。 

（「金融商品取引業者等向けの

総合的な監督指針（本編）」より

抜粋） 

店頭デリバティブ取引業者が、

個人向けの特定店頭オプション

取引を取り扱う場合には、公益

又は投資者保護のため必要かつ

適切な商品設計や業務を執行す

る態勢の確保・整備を図る観点

から、以下の点に留意しつつ、

自主規制機関の策定する自主規

制規則の内容を遵守しているか

について検証を行うこととす

る。 

〇 店頭バイナリーオプション取引のうち、個人

顧客を取引の一方の相手方として、継続的かつ反

復して取引を行うことができる仕組みをもって行

われる取引 

○定義

店頭バイナリーオプション 

権利行使価格と判定価格があらかじめ定めた

一定の条件を満たした場合に、一定の金銭を受

け取ることのできる権利を、相手方が当事者の

一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対

価を支払うことを約するオプション取引をい

う。 

原資産 

法第2 条第22 項第3 号又は第4 号において

権利の対象となる金融商品又は金融指標のう

ち、次に掲げるものをいう。 

①預金契約に基づく債権等

②通貨

③金利指標

④通貨指標

項番１ 

規制の方向性に

係る御照会 

・特定店頭オプション取引（金商業等府令 123 条 6 項）のうち、次のすべてにあ

たるものとする。 

 有価証券関連デリバティブ（法 28 条８項４号ハ、ニ）に当たるもの

 個人向けに提供するもの

 継続的かつ反復して取引を行う仕組みのもの

規定事務局案 

規則におけるバイナリーオプション取引（規制の対象となる取引）の定義を、以

下のとおりとする。 

・特定店頭オプション取引（金商業等府令 123 条 6 項）のうち、次のすべてに該

当するもの。 

 有価証券関連デリバティブ（法 28 条８項４号ハ、ニ）に当たるもの

 複数の個人顧客を相手方として取引を行うもの

 継続的かつ反復して取引を行う仕組みのもの

※ 金商業等府令：金融商品取引業等に関する内閣府令 
監督指針  ：金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 
金先協規則 ：金融先物取引業協会において定める自主規制規則 

特に表示のない場合は、「個人向け店頭バイナリー・オプション取引業務取扱規則」

バイナリー・オプションに関するワーキング・グループ 第３回会合資料 

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

本ＷＧにおける規制の検討対象 

異存なし （３社） 

先の外為オプション規制の適用範囲と照らし、同議となることから左記の案に賛同します。 

３点目を単に「継続的かつ反復して取引を行う仕組みのもの」とだけ定義しますと、本項にバイナリー

オプション取引に限るという記載が無い事から、幅広い商品を対象としているかの様に読めます。金先

協の規則には「店頭バイナリーオプション取引のうち…継続的かつ反復して取引を行うことができる仕

組み」と明記されていることから、同様に対象を明確にすべきと考えます。全体の定義に関わる部分で

すので、本項では金先協の規則と同様にバイナリーオプションの定義「権利行使価格と判定価格があら

かじめ定めた一定の条件を満たした場合に、一定の金銭を受け取ることのできる権利を、相手方が当事

者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約するオプション取引をいう。」

を明記し、そうした取引であって、かつ左記３点のすべてにあたるものを対象にする、という構成では

如何でしょうか。 

・「継続的かつ反復して取引を行う仕組み」に関しては、金先協ガイドラインで例示されている「同一

の顧客が、同種類の金融商品等を繰り返し取引できる仕組み」というよりは、「取引業者が、複数の（個

人）顧客との取引を目的として継続的かつ反復して金融商品等の取引条件を提供している仕組み」であ

り、さらに、規制対象とする金融商品は、「取引口座を開設した時点で継続的に取引が可能となること

を取引業者と約すことになる金融商品」であることを明示した方がより実態に近いと考えられ、このよ

うに明示することによって、取引の公正性に関する規制がしやすくなるのではないか？ 

・今回対象とするバイナリーオプション取引は、従来の店頭オプション取引が想定していると考えられ

る相対で取引条件を調整し合意して行う取引ではなく、マーケットメーカー等が継続的に提示する取引

価格に顧客が参加して取引を行う市場オプション取引に近い性格を有している取引であることを明示し

た方がよい。 

・以下の各項番におけるコメントは上記の商品を前提としたものです。 

・「継続的かつ反復して取引を行う仕組みのもの」ではなく、「短期間に継続的かつ反復して取引を行

う仕組みのもの」とすべきではないか。＜理由＞単に「継続的かつ反復して取引を行う仕組み」だとす

ると、どのような形態の特定店頭オプション取引であろうとも、同一種類の特定店頭オプション取引が

複数回取引された場合（仮に長期間に渡って複数回取引が行われたとしても）、本定義に該当し得るこ

とになるのではないか。 

意見なし （４社） 
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１．商品性にかかる留意事項 

（１）取引期間・取引期限 

①取引期間

監督指針 【参考】金先協規則 

ａ．取引期間（取引開始時刻から判定時刻までの

期間）について、過度の投機的取引を助長する

ような短い期間に設定していないか。 

（取引期間） 

第３条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引につい

て、取引期間の基準値（時間。以下同様とする。）を定め、全て

の個人向け店頭バイナリーオプション取引の取引期間が、基準値

以上となるようにしなければならない。 

項番２ 

規制の方向性に

係る御照会 

・過度に投機的な取引を助長することがないよう十分な取引期間を確保する旨を

定めてはどうか。 

・具体的な最短取引時間について、通貨関連のバイナリー・オプション取引と同

様に２時間とすることは適当か。 

規制事務局案 

取引期間については以下の点を規則に定める。 

・ 過度の投機的取引を助長しないよう取引期間（取引開始時刻から取引期限ま

での時間）は最低２時間程度としなければならない。 

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

（１）取引期間・取引期限 

①取引期間

東京証券取引所の午後の立会時間と同等の 2 時間が適当と思います 

十分な取引期間を確保する旨については監督指針にも定められているところであり、異存ございません。 

監督指針の規定の実効性を図るため、具体的な最短取引期間については、具体的水準を示す必要があると

考えます。 

通貨関連のバイナリーオプションに対して、株価指数の市場の取引時間が比べて短いという特徴がありま

すが、株価指数の市場の取引時間外でも先物価格等の参照により権利行使価格の設定が可能であることか

ら、具体的な最短取引時間について、通貨関連のバイナリー・オプション取引と同様に定めてよいと考え

ます。 

・ご指摘の通りと考えます。 

「十分な取引時間を確保する旨」を定めることに特に異論はありません。 

最短取引時間を 2 時間とすることについては、通貨関連のバイナリー・オプション取引の原資産が平日ほ

ぼ 24 時間取引可能であるのに比べ、有価証券関連のバイナリー・オプション取引の原資産は立会時間が

限定されていることを考慮する必要があると考えます。 

為替と有価証券を比べると、原資産の取引時間や流動性等の違いがある。 

日経 225 指数を対象とした場合、国内市場でカバーすると市場取引時間は限定される。また為替と異なり

銀行の提示レートではなく、直接市場へカバー取引を執行することになるため、市場価格影響を考慮する

必要がある。そのため、反対売買ができる商品性を加味するとセッション毎（前場/後場）とする方法も

考えられる。セッションがない海外市場の場合には、最短時間を検討する必要があるが、その場合には、

米国のＮＡＤＥＸにおけるオプション取引や日本の通貨関連のバイナリー・オプション取引規制と同様に

２時間以上とすることが適当と考える。 

・金先協は FX 取引の新規のポジション保有時間の分析を参考に 2時間という設定を定めている様子だが、

それをそのまま有価証券に適用しても良いのか。証券 CFD 等の市場参加者の動向が FX とほぼ変わらない

と考えてよいのか、確認する必要があるのではないか。 

商品性は多様性を持つべきであるとの考えから、一律的な枠組みの中に入れてしまうことには慎重である

べきと考えます。 

・取引開始から判定時点までの期間が短いことが投機性を助長すると指摘されていることから、最短取引

時間に制限を設けることは必要と考えられます。ただし、その最短時間間隔が２時間で十分かどうかは既

存の上場有価証券・指数オプション取引の取引時間や原資産となる上場有価証券の売買立会時間等と比較

して短時間であることから、議論の余地があると考えられます。 

・短時間で現金決済を行う必要のある有価証券を対象とした派生商品に対する投資目的が不明。証券 CFD

取引のように、短時間でのスペキュレーションまたはヘッジ目的に対応するのであれば反対売買が可能な

仕組みのもののみを提供すればよい。 

意見なし （３社） 
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１．商品性にかかる留意事項 

（１）取引期間・取引期限 

②同一銘柄の取引期限の間隔、異なる銘柄の取引期限の間隔

監督指針 【参考】金先協規則 

ｂ．同一の銘柄に係る各取引期限の間隔について、過

度の投機的取引を助長するような短い間隔に設定

していないか。また、異なる銘柄（通貨ペア等）に

跨る取引期限に関し、合理的な理由がないにもかか

わらず、互いに短い間隔のずれを設けることによ

り、 銘柄を跨って反復・継続的に過度の投機的取

引を助長するような形となっていないか。 

（取引期間） 

第３条  

２ 会員は、取引期間の異なる個人向け店頭バ

イナリーオプション取引（ただし原資産を同一

とする取引に限る。）を同時に取り扱う場合に

は、各々の取引に係る取引期間の終了時刻につ

いて、前項の基準値以上の間をもって設定しな

ければならない。 

項番３ 

規制の方向性に 

係る御照会 

【同一銘柄の取引期限の間隔】 

・過度に投機的な取引を助長することがないよう、同一銘柄の取引期限の間隔を

最短取引時間以上とすることは適当か。 

【異なる銘柄の取引期限の間隔】 

・異なる銘柄の取引期限を極端に短い間隔に設定し、過度に投機的な取引を助長

するようなことがないように定めることとしてはどうか。 

・取引期間を十分に設けていれば、異なる銘柄の取引期限の間隔について、一律

に一定時間あける必要はないとも考えられる。また、有価証券関連指標につい

ては、各国の取引所の立会時間が重複していることもあれば、ある取引所の終

了時間とその他の取引所の終了時間との間隔が短いという特徴がある。以上を

踏まえ、異なる銘柄の取引期限の間隔を具体的に〇時間と定めることは適当か。

規制事務局案 

取引期限の間隔については、以下の点を規則に定める。 

・ 過度の投機的取引を助長しないよう各銘柄※の取引期限の間隔は、最低２時

間程度設けなければならない。ただし、異なる金融指標を参照する銘柄を同時

に取り扱っている場合において、各銘柄の取引期限に合理的な理由があるとき

はこの限りでない。 

※ここでの銘柄とは以下のものを同一とする取引をいう。 

 ペイアウトの判定に使用する金融指標（同一の株価指数等）

 ペイアウトの判定を行う時期又は期間

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

（１）取引期間・取引期限 

②－１ 同一銘柄の取引期限の間隔

過度に投機的な取引の助長を防止する観点から、同一銘柄の取引期限の間隔を最短取引時間以上とすることは適当と考え

ます。 

適当と考えます。 

上記２の議論で妥当な取引期間が設定されば異存は無い。 

上記のとおり、最短取引時間については有価証券関連の原資産の立会時間を考慮する必要があると考えます。 

(上記の内容)「十分な取引時間を確保する旨」を定めることに特に異論はありません。 

最短取引時間を 2時間とすることについては、通貨関連のバイナリー・オプション取引の原資産が平日ほぼ 24 時間取引可

能であるのに比べ、有価証券関連のバイナリー・オプション取引の原資産は立会時間が限定されていることを考慮する必

要があると考えます。 

本件バイナリーの場合には、金先協での議論にて市場性商品として提供することを前提としており、ラダー型で異なる権

利行使価格の設定が可能であることから、複数回号を設定することは投機的取引を助長する可能性があると考えられる。

いずれにせよ、1（1）①の検討結果に拠るところであると思料する。 

商品性は多様性を持つべきであるとの考えから、一律的な枠組みの中に入れてしまうことには慎重であるべきと考えます。 

意見なし （５社） 

②－２ 異なる銘柄の取引期限の間隔

過度に投機的な取引の助長を防止する観点から、異なる銘柄の取引期限についても、極端に短い間隔に設定するようなこ

とがないように定めることについては、異存ございません。 

設問に記載のとおり、異なる銘柄については、各国の取引所の立会時間の重複や終了時間の間隔が短いという状況等を踏

まえれると、取引期間を十分に設けていれば一律に一定時間あける必要はなく、取引期限の間隔も具体的定める必要もな

いと考えます。 

もっとも、過度に投機的な取引の助長防止の観点から、上記のような合理的な理由がある状況とは言えないような場合に

は、短い間隔で設定することは許容されないと考えます。 

・ご指摘の通りと考えます。 

・異論なし。 

・具体的に時間を定めた方が明確であるため望ましいと思われるものの、為替と異なり、特定店頭オプション取引におい

ては、有価証券取引所の立会い時間と密接に関係することから、異なる銘柄の取引期限の間隔を一律に定めることにより

不都合が生じる可能性があるのか検討を要すると思われる。 

異なる銘柄の取引期限を一律に一定時間あける必要はないと思われます。各取引所の終了時間に準ずる事とする方が良い

と思料します。 

異なる銘柄の取引期限を極端に短い間隔に設定し、過度に投機的な取引を助長することないように定めることに特に異論

はありません。 

異なる銘柄は左記のご指摘のとおり、有価証券関連のバイナリー・オプション取引の原資産の立会時間が重複または終了

時間の間隔が短い場合もあり、一律に異なる銘柄間の間隔を具体的に規定するのは適当ではないと考えます。 

有価証券関連指標については、各国の取引所の立会い時間が異なるため、異なる銘柄の取引期限の間隔に規制を設けるこ

とは適当でないと考えられる。金先協会の規制と同様に、あくまでも原資産を同一とする取引に限り、規制を設けてはど

うか。 

・照会文後半にあるとおり、24 時間取引され相関性も高い為替取引と異なり、取引時間も市場も異なる有価証券において

異なる銘柄間で「過度に投機的な取引」とは具体例としてどのようなものを指すのか。それが思い当たらない場合、本規

定に射幸心を抑制する効果があるかは疑問。 

仮に取引所が同一であったとしても、原資産が異なるのであれば、顧客にもヘッジ等のニーズがあると考えられることか

ら、過度に投機的な取引を助長しているともいえないため、一律に制限を設けることには慎重であるべきと考えます。 

・原資産が異なる場合の取引期限の間隔の設定方法については、上記の「取引期間の間隔」や「同一銘柄の取引期限の間

隔」における最短時間に関する規則を免れる意図があるのでなければ、自由に行って問題が無いと考えられます。 

有価証券の場合、左記のとおり取引所毎に取引時間があり、原資産市場でカバーすることを考えると、異なる銘柄の定義

を明確にしなければ、短時間の設定であると看做される可能性はある。 

例えば「異なる市場」であれば、投資判断等も異なるものと思料するため、取引期限の間隔を一律に制限するのではなく、

適度な間隔を空けることで、投機的な取引を助長することには該当しないように思える。 

意見なし 1社 
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１．商品性にかかる留意事項 

（１）取引期間・取引期限 

③売買可能期間 

監督指針 【参考】金先協規則 

ｃ．取引期間中、取引期限に至るまで、

可能な限り、顧客の買付取引注文又

は売付取引注文（新規取引注文を含

む。）に応じているか。 

（売買期限） 

第４条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引につ

いて、取引開始時刻から判定時刻まで、顧客の買付取引又は売

付取引注文（新規取引注文を含む）に応じることができる取引

の執行態勢の整備に努めなければならない。 

 

項番４ 

規制の方向性に 

係る御照会 

・取引期間中、判定時刻に至るまで、可能な限り、顧客の買付注文又は売付注文

に応じるような態勢の整備に努めなければならない旨を定めてはどうか。 

 

 

規制事務局案 

売買可能期間については、以下の点を規則に定める。 

 

・ 取引期間中、判定時刻又はその直前に至るまで、顧客の買付注文又は売付注

文に応じる態勢を整備しなければならない。 

  

  

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

 

（１）取引期間・取引期限 

③売買可能期間 

異存なし （３社） 

項番 3 の回答に記述のとおり、金先協の規制では市場性商品として提供することを前提としているため、

左記案が適当であると考えられる。 

異存なし。但し、後述のディープアウトオブザマネーには手当てが必要と考える。 

個社のリスク管理態勢や判断による部分があるため、努力規定として含めるかどうかについては、慎重

であるべきと考えます。 

・取引業者が個人投資家に対し、継続的かつ反復して取引を提供することを約した商品であるため、受

注の中断が無いような体制の整備は必要であると考えます。 

・以下の照会（４．取引価格）にあるのですが、この規制で、取引業者は当該金融商品の買取りと売渡

しを同時に提供することまでを求めているものなのでしょうか？ 

意見なし （４社） 
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１．商品性にかかる留意事項 

 

（２）権利行使価格 

①権利行使価格の決定時期 

監督指針 【参考】金先協規則 

（１）①ロ．権利行使価格について 

ａ．顧客が取引に係るリスクを正確に

把握して適切に投資判断を行える

よう、取引期間の開始前に、取引に

係る権利行使価格（一定の方法によ

り定められるものにあっては、その

算定方法）を決定・提示しているか。 

（権利行使価格の決定時期） 

第７条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引につ

いて、取引期間の開始までに権利行使価格を定め、全ての顧客

に同一の権利行使価格を示さなければならない。 

２ 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、取引期

間中に権利行使価格を追加してはならない。 

（１）取引期間の残存時間中、既に取引に供している権利行使

価格のいずれかによって、顧客との取引が円滑に行い得る

状況にある場合 

（２）権利行使価格を追加する時点で、取引期間の残存時間が、

第３条第 1 項に定める基準値を下回る場合 

（３）権利行使価格を追加することがある旨、あらかじめ顧客

への説明が行われていない場合 

 

項番５ 

規制の方向性に 

係る御照会 

【権利行使価格の決定時期】 

・金商業等府令において、「あらかじめ、取引に係る権利行使価格（一定の方法に

より定められているものにあっては、その算定方法）を提示すること」と定め

られているが、すべての顧客に同一の権利行使価格を示すことについて規則等

で改めて定める必要はあるか。 

・取引時間中に原資産価格の変動等により、ディープアウトオブザマネーになる

可能性もあるが、取引開始後の権利行使価格の追加設定を規制することで問題

ないか。 

 

 

規制事務局案 

権利行使価格の決定時期については、以下の点を規則に定める。 

 

・ 取引開始前に、あらかじめすべての顧客に同一の権利行使価格を示さなけれ

ばならない。 

 

・ 過度の投機的取引を助長することのないよう、権利行使価格の設定について

以下に掲げるような行為を行ってはならない。 

イ．判定時刻の直前に権利行使価格の追加設定をすること 

ロ．既に設定している権利行使価格を用いて顧客が新規買付け及び新規売付

けを円滑にできるにもかかわらず、判定時刻までの取引時間が２時間未

満の時点で権利行使価格を追加設定すること 

 

 

 

 

 

  

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

 

（２）権利行使価格 

①権利行使価格の決定時期 

本内容を明確にするためにも規則等で定めるのが望ましいと考えます。 

 

取引開始後の権利行使価格の追加設定について規制することに異存ございません。 

・必要があると考えます。 

・問題ないと考えます。 

・すべての顧客に同一の権利行使価格を示すことについて規則等を定めることについては異論なし。 

・追加設定については、金先協規則と同様に、追加設定が禁止される場合を規定すべきではないか。 

・金商業等府令においては、全ての顧客に同一の権利行使価格を示すことが義務付けられているとは明

確に解釈できないので、定めておくべき。 

・当初からディープアウトオブザマネーでも、取引期間中にディープアウトオブザマネーになった場合

でも、顧客の射幸心を誘引することに違いは無い。規制は別途必要と考える。たとえば、ペイアウト倍

率が一定以上になったら、顧客の買いを中止するなどの手当てが考えられる。 

すべての顧客に対し同一権利行使価格を示すことを協会規則で改めて定めることに違和感はない。また

ディープアウトオブザマネーとなった回号で、権利行使価格を実勢価格に応じて追加設定することを可

能とした場合、無限に権利行使価格が設定されることが懸念されることから、金商業等府令にある「あ

らかじめ、・・・提示すること」と乖離するため、規制することに賛同する。 

1 点目のご照会に関しては、監督指針で定められているため、あえて規則等で定める必要はないものと考

える。 

2 点目のご照会に関しては、取引開始後の権利行使価格の追加設定を完全に規制するのではなく、金先協

会と同等の規則を設けることでどうか。顧客の利便性に配慮した規則となっていると考えられるため。 

項番 10 とも関連しますが、取引時間中の原資産価格の変動により、ディープアウトオブザマネーとなっ

た場合の取り扱い（当該オプション取引の新規取引に制限をかけるのか、等）についても議論した上で、

規則化が必要かどうかを考えるべきと思います。 

・「すべての顧客に同一の権利行使価格を提示すること」については取引の公正性の問題として取り扱

い、取引の提供方法に関する規制としてはどうか？また、この際に、同一の権利行使価格を提示するこ

とを要求するのか、同一の取引条件の提示に取引価格まで含めるかどうかについては検討してはどう

か？ 

権利行使の決定時期については、金商業等府令において定められているところから、改めて規則に定め

る必要はないと考えます。 

追加設定を規制することで異論はありませんが、最短取引時間を規定した場合、取引期間中における追

加設定可能時間に影響があると考えます。 

意見なし （２社） 
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１．商品性にかかる留意事項 

（２）権利行使価格 

②権利行使価格の設定

監督指針 【参考】金先協規則 

ｂ．過度の投機的取引を助長す

るような、取引期間の開始時

点の原資産の価格から著し

く乖離した価格に権利行使

価格を設定していないか。 

（権利行使価格の設定） 

第８条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引について、

権利行使価格の設定基準を定め、取引期間の開始時点の原資産価格と

著しく乖離することなく、権利行使価格を決定することができる態勢

を整備しなければならない。 

２ 権利行使価格の追加を行う場合、前項の「取引期間の開始時点」

を「権利行使価格の追加時点」と読み替え、前項を適用する。 

項番６ 

規制の方向性に 

係る御照会 

【権利行使価格の設定】 

・権利行使価格の設定又は追加に際しては、過度に投機的な取引を助長するよう

な、原資産の価格から著しく乖離した権利行使価格を設定することのないよう

定めてはどうか。 

規制事務局案 

権利行使価格の設定については、以下の点を規則に定める。 

・ 過度の投機的取引を助長しないよう権利行使価格の設定（又は追加）基準を

あらかじめ定め、ペイアウト額と比較し著しく低い取引価格とならないような

権利行使価格を設定する態勢を整備しなければならない。 

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

（２）権利行使価格 

②権利行使価格の設定

異存なし （３社） 

権利行使価格の設定には、故意にディープアウトオブザマネーを設定しないよう権利行使価格の設定基準

を設ける必要があると考えます。 

権利行使価格の設定等に際しては、左記のとおり過度に投機的な取引を助長するようなものであってはな

らないと考える。権利行使の設定等にあたっては、予め設定価格に関するルールを設定のうえ、顧客に対

して説明を行うこととし、当該価格設定の根拠となるデータを保存しておくことが必要であると考える。 

「過度に投機的な取引を助長するような、原資産の価格から著しく乖離した権利行使価格」の水準とはど

の程度を企図するのか、議論が必要と考えます。 

・対応する監督指針の意図が、取引開始時点で著しく大きなペイアウト倍率となるような設定を排除する

こと、であるのであれば、権利行使価格の設定又は追加に関して、原資産価格からのかい離を規制するだ

けでは不十分であると考えます。例えば、IG 証券さんのレンジ取引や「判定価格が二つの権利行使価格

の間にある場合に一定の金額を授受する」タイプの取引の場合、二つの権利行使価格が極端に狭い場合に

は取引開始時点から著しく高いペイアウト倍率となってしまいます。 

意見なし （４社） 
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１．商品性にかかる留意事項 

（３）取引の公正性 

監督指針 【参考】金先協規則 

同一の原資産、取引期間及び権利行使価格

を有する商品について、新規買付取引と新規

売付取引の機会を同時に提供する方法、又は、

権利行使価格について、全ての顧客が損失を

被る場合が発生するような設定（いわゆる「総

取り」）を排除する方法により、店頭デリバテ

ィブ取引業者のみが有利となる取引条件を取

り除いているか。 

（取引方法） 

第５条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取

引について、次に掲げる方法のうち、少なくともいずれ

か一の方法をもって、顧客との取引を行う態勢を整備し

なければならない。 

（１）同一の原資産、取引期間及び権利行使価格とする

個人向け店頭バイナリーオプションを用いて、顧客

に新規買付取引と新規売付取引の機会を同時に提

供する方法 

（２）その他、全ての顧客が一斉に損失となる条件設定

が取り除かれている仕組みを用いて顧客との取引

を行う方法 

項番７ 

規制の方向性に 

係る御照会 

【取引の提供方法】 

・取引の公正性を保つため、監督指針で求められているように、以下のいずれかの

方法により、バイナリー・オプション取引を提供しなければならない旨を定めて

はどうか。 

① 同一銘柄について、顧客に新規買付けと新規売付けの機会を同時に提供する

方法 

② すべての顧客が損失を被る場合が発生するような設定を排除する方法

規制事務局案 

取引の提供方法については以下の点を規則に定める。 

・ 取引の公正性を保つため、以下のいずれかの方法により、バイナリー・オプシ

ョン取引を提供しなければならない。 

① 同一の原資産、取引期間及び権利行使価格を有する商品について、顧客が

新規買付けと新規売付けの機会を同時に提供する方法 

② すべての顧客が損失を被る場合が発生するような設定を排除する方法

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

（３）取引の公正性 

異存なし （３社） 

異存なし。但し、前述のとおり、取引期間中にディープアウトオブザマネーになった場合の規定が必要と

考える 

取引の公正性、透明性を確保できる体制が必要と考えます 

さらに「すべての顧客に同一の権利行使価格（等の取引条件）と取引価格を同時に提示すること」を追加

してはいかがでしょうか？ 

左記②について、外為オプションの規制と同義であるため賛同する。 

①については、新規買付又は売付の機会を同時に提供することができるに留めることが望ましいと考える

が、いずれにしても取引の公正性を担保するため、設定することに賛同する。 

意見なし （４社） 
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１．商品性にかかる留意事項 

 

（４）取引価格（対価） 

監督指針 【参考】金先協規則 

権利行使期間、権利行使価格

及び原資産の価格等に照らし、

公正な方法により取引価格（対

価）を算出しているか。 

（取引価格の提示等） 

第６条  

会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引について、顧客に提

示し、取引を成立させる取引価格に関し、合理的な根拠に基づき決定

する仕組みを整備しなければならない。 

２ 会員は、顧客が、会員から提示される買付価格と売付価格を同時

に確認することができる仕組みを整備しなければならない。 

３ 会員は、ペイアウト額を固定し、取引期間中の個人向け店頭バイ

ナリーオプションの価値の変化を取引価格によって顧客に提示する

仕組みを整備しなければならない。 

 

項番８ 

規制の方向性に 

係る御照会 

【取引価格の算出】 

・権利行使期間、権利行使価格及び原資産の価格等に照らし、公正な方法により

取引価格（対価）を算出するよう整備することを定めてはどうか。 

 

【売値・買値（取引価格）を同時に確認する仕組み】 

・１．（２）において、「取引期間中、判定時刻に至るまで、可能な限り、顧客の

買付注文又は売付注文に応じるよう努めなければならない」と規定した場合、

顧客の途中清算に応じる必要があるため、売値・買値を同時に確認することが

できる仕組みを整備するよう定めてはどうか。 

 

【取引価格の提示方法】 

・ペイアウト倍率※による表示は、射幸心を煽る要因の一つとなることから、ペ

イアウト額を固定したうえで、残存期間や参照する金融指標等の変化に基づき、

取引価格を変動させる仕組みにより、顧客に取引価格を提示するよう定めては

どうか。 

※ペイアウト倍率＝ペイアウト額÷取引価格 

 

 

 

規制事務局案 

取引価格については以下の点を規則に定める。 

 

・ 権利行使期間、権利行使価格、残存期間及び原資産の価格等に照らし、公正

な方法により取引価格（対価）を算出し、当該取引価格を顧客に提示する仕組

みを整備しなければならない。また、ペイアウト額を固定し、取引期間中の当

該バイナリーオプションの価値の変化を当該取引価格の変動によって顧客に提

示する仕組みを整備しなければならない。 

・ 顧客が、取引価格の売値・買値を同時に確認することができる仕組みを整備

しなければならない。 

 

 

  

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

 

（４）取引価格（対価） 

【取引価格の算出】 

異存なし （２社） 

項番 6 の回答記載のとおり権利行使価格の設定にあたっては公正な方法で算出するよう整備を図り、事後

的に算出根拠となるデータを保存しておくが必要であると考えます。価格算出の根拠が取引の透明性・公

正性の確保に繋がるため賛同する。 

一般化されたロジックは存在しないことから、本商品を取り扱う各社内でそれぞれ適切なルールを定め、

その範囲内で運営することが望ましいと考えます。 

・本文の中に含意されているとは思うが、オファー･ビッドや業者のマージンについても適正水準であるこ

とを説明できるようデータ・インフラを整備するよう明記した方が良いのではないか。業者の総取りでは

ないが、それに近い過大なオファービッドもしくはマージンの確保は牽制すべきではないかと考える。 

取引の公正性、透明性を確保できる体制が必要と考えます 

意見なし （５社） 

【売値・買値を同時に確認する仕組み】 

異存なし （３社） 

・異存なし。但し、前述のとおり、取引期間中にディープアウトオブザマネーになった場合の規定が必要

と考える 

取引の公正性、透明性を確保できる体制が必要と考えます 

1、（1）③の回答記載のとおり、両方ができることを定めた場合には、当然に転売可能である商品性と解

されることから、取引価格を同時に確認できるよう整備を図るべきと考える。 

意見なし （５社） 

【取引価格の提示方法】 

異存なし （３社） 

ペイアウト額が固定されている方が顧客にとっても理解し易いと考えられ、この提示方法で問題ないと思

います。 

ペイアウト額とは単なる表示方法の違いであり、高倍率の設定を規制すれば射幸心の抑制としては十分と

考える。高倍率とディープアウトオブザマネーを同じ目線で規制することが重要。 

外為オプションの規制と同様にすべき。サービス提供を行う業者にとっては異なる対象原資産であるもの

の、その商品性の仕組みは同一であれば顧客への提供にあたって平易になると考えられる。但し、算出方

法については、上述のとおり顧客への説明は行うべきであると考える。 

意見なし （５社） 
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４．適切な取引条件に係る留意事項 

 

（１）取引条件の算出根拠の開示 

監督指針 【参考】金先協規則 

（１）④ 適切な取引条件に係る留

意事項 

イ．取引条件の算出根拠の開示に

ついて 

顧客が合理的な投資判断を行うこ

とができるよう、取引価格、権利

行使価格及び判定価格の設定根拠

について、十分に顧客に説明して

いるか。 

（取引概要の公表） 

第９条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引につい

て、取引説明書に記載する取引の概要その他顧客が当該取引を適

切に行うためにあらかじめ理解すべき事項を公表しなければなら

ない。 

２ 会員は、前項により公表する事項について、その解説及び顧

客の理解に資する情報を顧客に周知し、顧客の理解の促進に努め

なければならない。 

 

 

（取引説明書） 

第１３条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプショ

ン取引について、顧客に交付する取引説明書又は同書

に付属する資料に、次の各号に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

（１）第９条第２項に規定する解説 

（２）次条第１項に規定する確認書に記載する事項に

関する説明 

 

 

項番９ 

規制の方向性に

係る御照会 

【取引条件の算出根拠の開示】 

・顧客が合理的な投資判断を行うことができるよう、取引価格、権利行使価格及

び判定価格の設定根拠について、あらかじめ顧客に説明しなければならない旨

を定めてはどうか。 

・取引の概要等の公表について定める必要があるか。 

  

規制事務局案 

取引条件の開示については、以下の点を規則に定める。 

 

・ 自社の取扱うバイナリー・オプション取引を適切に行うために顧客があらか

じめ理解すべき事項を公表しなければならない。 

 

※ 顧客への周知・理解の促進については、次回ＷＧの「顧客への情報提供に係

る留意事項」において、検討を行うこととする。 

 

  

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

 

（１）取引条件の算出根拠の開示 

取引価格、権利行使価格及び判定価格の設定根拠について、あらかじめ顧客に説明しなければならない旨

を定めることに、異存ございません。 

取引の概要等の公表については、投機性の高い金融商品であること、一般的に情報格差が大きい業者と顧

客の間の相対取引であること等を鑑み、投資家への情報開示をより拡充するため、取引概要の公表は有益

であると考えます。 

取引価格、権利行使価格及び設定価格の設定根拠について、あらかじめ顧客に説明することを規定するこ

とには、特に異論はありません。 

取引概要等の公表については、各取扱業者が顧客に説明する必要があると考える内容を、各業者の判断で

公表したほうがよいと考えます。 

・異論なし 

・当該投資家に説明を行っていれば、公表は必ずしも必要ないと思われる。 

項番 6、7、8 の回答記載のとおり、商品の仕組みとして顧客への説明は必要であると考えられるため、左

記の案に賛同する。 

・取引価格等の算定根拠を説明すること自体は異存は無いが、権利行使価格や判定価格の算定根拠を示す

ことが顧客の「合理的な投資判断」に結びつくかどうかは疑問。寧ろ、市場（インデックス）動向（基本

的な変動要因、最近の動き、最大変動幅等）の説明・開示の方が重要ではないか。 

・顧客への取引内容の説明は重要と考えるが、「取引の概要」では規制としての拘束力およびその効果に疑

問あり。「損失リスクの説明」等、もう少し具体的な項目を設定する必要があるのではないか。 

特に異論はありませんが、顧客説明や公表等については、他の金融商品とのバランスを考慮したうえで判

断すべきと考えます。 

・そもそも、自らリスクを理解し、投資判断が出来る顧客のみを対象とすることと、そうした顧客に対し

てリスク説明、最大損失の説明を行うことで対応するべきと考えます。 

意見なし （４社） 
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４．適切な取引条件に係る留意事項 

 

（２）取引停止（いわゆる「売切れ」） 

監督指針 【参考】金先協規則 

（１）④ 適切な取引条件に係る留意事項 

ロ．取引停止（いわゆる「売切れ」）について 

取引停止は顧客へのサービスの中断、流動性の

供給の停止となることを踏まえ、顧客への影響

を考慮し、以下の対応を行っているか。 

ａ．顧客に対し、事前に取引停止の判断基準を

説明しているか。 

ｂ．取引停止の発生時に、発生した旨及びその

理由をホームページ等に公表するほか、文書で

保存しているか。 

ｃ．取引停止の発生時に、担当部署以外の第三

者等による発生原因の解明やモニタリングを

行い、再発防止に取り組んでいるか。 

（取引の執行） 

第１６条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引につい

て、特別の事由なく、顧客との取引を停止又は遅延させてはならない。

２ 会員は、前項の事由を想定し、あらかじめ、顧客にその概要を説

明しなければならない。 

３ 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引の停止又は遅延

が生じた場合、速やかに関係する顧客に周知するため、当該事実及び

その発生事由を公表するとともに、発生時の取引状況等を検証し、再

発防止に努めなければならない。 

４ 会員は、前項の検証結果を書面にて保存しなければならない。 

５ 会員の内部管理担当役員等は、第３項の検証が適切に行われる態

勢を整備しなければならない。 

６ 会員の内部監査部門は、第３項による検証の仕組み、その内容の

妥当性を確認し、かつ、再発防止に向けた取り組みを監督しなければ

ならない。 

 

項番１０ 

規制の方向性に

係る御照会 

【取引停止の判断基準の説明】 

・取引期間中、顧客の売り、買いに応じる仕組みを規定することとなった場合、

理由なく売買一方の価格の提示を行わないことはできず、ある商品に対して、

売値、買値を一切提示しない、いわゆる「売切れ」の状態を発生させること自

体、当該規定に反することとなると思われる。 

また、権利行使価格及び原資産の価格、判定までの時間などの条件をもとに取

引価格を算出した結果、ペイアウト額と同額若しくは限りなくペイアウト額に

近い数値となることは、特に取引期間を長く取った場合には、起こりうると思

われる。 

以上を前提として、システム障害や参照指標の配信停止などの理由により、取

引の継続や新規取引を停止する可能性がある場合には、顧客に対し、あらかじ

め取引停止の判断基準を説明しなければならない旨を定めてはどうか。 

 

【取引停止の HP 公表等】 

・顧客との間で、取引の継続の停止又は新規取引の停止が発生した場合には、当

該障害等が発生した旨及びその理由をホームページ等に公表すると共に、検証

結果を文書で保存する旨を定めてはどうか。 

 

【原因の解明及びモニタリング】 

・取引停止の発生原因の解明を行い、その解明が適切に行われたかどうかについ

てのモニタリングを行う体制を整備する旨を定めてはどうか。 

 
 

規制事務局案 

取引停止に関しては、以下の点を規則に定める。 

 

・ 参照指標の配信停止やシステム障害等の理由により、顧客との取引継続の停

止又は新規売買取引の停止又は遅延（以下、「取引停止等」という。）が生じる

可能性のある場合には、顧客に対し、あらかじめ想定される取引停止等の発生

事由を説明しなければならない。 

  なお、マーケットの急変等により、適正な取引価格が「ペイアウト額と同額」

又はゼロとなる場合に、当該取引価格を提示することは妨げられない。 

・ 顧客との間で、取引停止等が発生した場合には、取引停止等が発生した旨及

びその理由をホームページ等に公表しなければならない。 

・ 取引停止等の発生理由の検証を行い、その結果を書面で保存し、その検証が

適切に行われたかどうかについてモニタリングを行う態勢を整備しなければな

らない。 

 

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

 

（２）取引停止（いわゆる「売切れ」） 

【取引停止の判断基準の説明】 

異存なし （３社） 

・異存なし。但し、前述のとおり、取引期間中にディープアウトオブザマネーになった場合の規定が必

要と考える 

取引の公正性、透明性を確保できる体制が必要と考えます 

特に異論はありませんが、他の金融商品とのバランスを考慮したうえで判断すべきと考えます。 

外為オプションの対象原資産である為替と異なり、有価証券等については市場ルールに基づき値付が停

止となる場合がある（サーキットブレイク等）。現在、eワラントにおいても対象原資産によっては売買

が停止された場合、カバーができないことから、取引は停止せざるを得ない場合がある。 

例示した e ワラントの場合、契約締結前書面へ停止のする場合の例示が列挙されているため、同様に判

断基準を定めて説明すべきであると考える。 

意見なし （４社） 

【取引停止の HP 公表等】 

異存なし （４社） 

取引停止になった場合の HP での公表については賛同するが、取引停止と障害を大別して考える必要があ

るか検討すべきであると考える。 

また、取引停止の事情の合理性を確認するためには検証結果の保存は必要であると考える。 

意見なし （６社） 

【原因の解明及びモニタリング】 

異存なし （４社） 

取引停止の事情を障害と商品性とに大別した場合、障害は障害管理としてモニタリングを行う必要があ

り、また商品性に伴う停止であった場合には、商品管理の所管部署以外の第三者がモニタリングを実施

のうえ適切に行われたものであるか否かのチェックは必要であると考えるため、左記の案に賛同する。 

モニタリング体制の整備については異論ございませんが、他の金融商品において求められるレベル等を

考慮したうえで判断すべきと考えます。 

意見なし （５社） 
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４．適切な取引条件に係る留意事項 

 

（３）取引条件に関するモニタリング 

監督指針 【参考】金先協規則 

（１）④ハ．取引条件に関するモニ

タリングについて 

取引価格や判定価格について、担

当部署以外の第三者等によるモニ

タリングを行い、適切性を検証して

いるか。 

 

  

（価格等の点検） 

第１７条 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引につ

いて、顧客に提示し、約定した取引価格が、第６条第１項に基づ

き適正なものとなっていることを点検しなければならない。 

２ 会員は、個人向け店頭バイナリーオプション取引の判定価格

が、誤って配信された数値又は恣意的な操作による不正な数値を

用いて決定されていないことを点検しなければならない。 

３ 会員は、前２項の点検結果を書面にて保存しなければならな

い。 

４ 会員の内部管理担当役員等は、第 1 項及び第 2 項の点検が適

切に行われる態勢を整備しなければならない。 

５ 会員の内部監査部門は、第 1 項及び第２項による点検の仕組

み、その内容の妥当性を確認しなければならない。 

 

項番１１ 

規制の方向性に

係る御照会 

【モニタリング態勢の整備】 

・適正な取引価格や判定価格により取引が行われているかどうかその他規則に定

める規定を遵守するため、必要な社内規則を制定し、当該規則が適切に履行さ

れているかについて、例えば内部管理統括責任者の責任において、定期的に検

査する態勢を整備しなければならない旨を定めてはどうか。 

 

 

 

規制事務局案 

モニタリング態勢の整備については、以下の点を規則に定める。 

 

・ 適正な取引価格、判定価格による取引その他の本規則に定める事項を遵守す

るため、必要な社内規則を制定し、当該規則が適切に履行されているかについ

て、内部管理統括責任者の責任において、定期的に検査する態勢を整備しなけ

ればならない。 

 

  

規制の方向性に係る御照会に対するご意見 

 

（３）取引条件に関するモニタリング 

異存なし （３社） 

適正な取引価格や判定価格により取引が行われているかどうか、その具体的点検方法や点検頻度等も含

めて社内規則を制定することを、社内規則モデル等に盛り込むべきと考えます。 

他の提供商品同様、協会規則の定めに従い社内規程を整備する必要がると考えるため、左記の案に賛同

する。 

取引の適正性の確保からモニタリングは必須と思われます。 

他の金融商品において求められるレベル等を考慮したうえで判断すべきと考えます。 

意見なし （４社） 
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個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則に係るガイドライン

平成 25.7.18制定

I.目 的

このガイ ドラインは、個人向け店頭バイナリーオプション取引業務取扱規則 (以下「規

貝J」 という。)の趣旨、規則各条の註解及び規則の運用上の留意′点等を示すことを目的と

しています。

Ⅱ.規則制定の趣旨及び経緯

平成 21年 8月 より段階的に始まった外国為替証拠金取引に対する証拠金規制 と期を合

わせて、個人顧客に向け、通貨 (通貨指標)を原資産とし、継続・反復 して取引を行 うこ

とができる店頭バイナリーオプション取引 (以下 「個人向け店頭バイナ リーオプション取

引」とい う。)を新たに取 り扱 う会員が増加 し、現在、その取引高は増加傾向にあります。

一方、個人向け店頭バイナ リーオプション取引は、現時点では、外国為替証拠金取引と

比べ、広 く個人投資者に浸透 したデ リバティブ取引であるとは言えず、外国為替証拠金取

引とは異なるリスクーリターンを有 しているにも関わらず、例えばインターネット上では、

単に損失が限定された安心できる外貨投資であると喧伝 されるなど、その商品性について、

顧客に誤った印象が定着するおそれが認められます。

そもそも、オプションは定められた権利行使期限 (満期)において、オプション自体が

消滅するため、原資産のように顧客が長期にわたつて保有するには適 していない金融商品

であり、1さ らには、極めて短期間に満期 となるオプションを投機的な取引に用いるならば、

いわゆる賭博 との境 目が無くなり2、 金融商品取引全体の発展に好ましからぎる影響を与え

る可能性があるとの意見も見られるところとなっています。3

バイナ リーオプション取引は、投資損失が一定額に留まることから、他の形態のオプシ

ョン取引に比べても、なお一層、投資者を安易な投資に導く可能性があり、そ うした金融

先物取引を、顧客における過度の投機的取引を未然に防ぎ4、 健全な金融商品取引が行われ

る環境の整備に努めるとい う本協会の会員における基本的な業務姿勢の下で、どのように

取 り扱 うべきか、具体的な論ザ点を整理 し、自主規制 としての対応を検討する必要が生 じ、

自主規制部会と業務部会の承認を得て、バイナリーオプションワーキンググループを設置

しました。

ワーキンググループの会合は平成 25年 5月 16日 まで合計 12回行われましたが、平成

1外国為替証拠金取引は、通貨の直物取引の決済を無期限に延期する仕組みとなっており、原資産取引に類似する性質
を有していると考えられています。

2デ リバティブ取引といわゆる賭博との境界については、たとえば日銀を事務局とする金融法委員会による「金融デリ
バティブ取引と賭博罪に関する論点整理」(平成 11年 11月 29日 )な どの文献があります。

3例 えばインターネット上のブログ等においても、きわめて満期が短いバイナリーオプション取引が広がるにつれ、金

融商品として不健全であるなど否定的な意見が見られるようになりました。
4本協会業務取扱規則第 19条などを通じて、本協会の会員は、バイナリーオプションに限らず、自ら取り扱う金融先
物取引全般にわたり、顧客による過度の投機的取引を防止に努めることが求められています。

参 考 



24年 12月 12日 には、「個人向けバイナ リーオプションにかかる自主規制の骨子」をまと

め、続いて平成 25年 4月 24口 には最終報告を公表し、平成 25年 5月 16日 には規則 と

ガイ ドラインの素案を採択 して、バイナ リーオプションワーキンググループとしての活動

を終えました。

素案は、これまで取 り扱われてきた各会員の個人向け店頭バイナリーオプション取引の

商品設計や取引方法の見直しを求め、さらに取引開始基準、取引限度額管理の具体的な方

法や顧客からの信頼性確保の基本 となる取引価格の適正化にかかるルール、投資者への啓

蒙の観点からの情報開示、広告態勢の整備などに亘る業務全般を対象 とするものとなりま

した。

その後、素案は、個人向け店頭バイナリーオプション取引と同様に個人向けデ リバティ

ブ取引として先行する外国為替証拠金取引の自主規制等を検討する、FX部会幹事会に報

告されるなど本協会内の諸手続きを経て、平成 25年 7月 18日 、理事会決議をもつて制定

されました。

Ⅲ.註解 。ガイ ドライン

1.規則の目的および適用範囲 (第 1条関係 )

この規則は、金融商品取引法 (以下「法」とい う。)第 2条第 22項第 3号又は第 4号

に規定する店頭オプション取引であつて、規貝J第 2条 (2)に掲げる金融商品等を原資

産とし、個人顧客に向けて、継続的かつ反復 して取引を行 うことができる仕組みの店頭

バイナ リーオプションに関し、投資者による過度の投機的取引を予防し、投資者に適 し

た取引を提供することなどにより、投資者保護を図り、同オプションを取 り扱 う会員の

業務態勢を適切に整備するために必要な事項を整理、規定するものです。

平成 25年 7月 18日 現在、当協会の会員による、取引所バイナリーオプション取引 (海

外取引所取引を含む)の取 り扱いが見られないことから、本規則の対象 とはしていませ

んが、今後、継続的かつ反復 して取引が行える仕組みをもつて、これ らバイナリーオプ

ションを個人向けに取 り扱 う場合には、会員は、本規則 と本ガイ ドラインの制定趣旨お

よびその内容を十分に理解 し、慎重に取 り扱 う必要があるものと考えます。

なお、「継続的かつ反復 して取引を行 うことができる仕組み」とは、例えば、同一の顧

客が、同種類の金融商品等を繰 り返 し取引できる仕組みを指 します。

2・ 1・ 1。 一定の条件 (第 2条第 1号関係 )

「一定の条件を満たした場合」とは、権利行使価格と判定価格の位置関係が、判定価

格≧権利行使価格や判定価格≦権利行使価格 といった、あらかじめ契約に定める所定の

状態 となっていることを表 します。

規則第 2条 1項 1号の商品定義では、権利行使価格の設定数、あるいは判定が行われ

るタイミングについて特に制約を設けていないので、レンジバイナ リー5ォプションなど

52つの権利行使価格を用いて価格帯を設定し、判定時の原資産価格がその価格帯の中にあるか否かによってペイアウ

トを決定するバイナリーオプション



の権利行使価格が複数設定 されるタイプやワンタッチオプション6な どのアメリカンタ

ィプ7な ども、継続的かつ反復 した取引が行える仕組みをもつて、個人向けに提供する場

合には、本規則の対象取引となります。

なお、判定価格 と権利行使価格の位置関係は、以上 (≧ )、 以下 (≦ )、 超 (>)、 未満

(<)、 同値 (=)な どの決め方があり得ますが8、 権利行使価格 と判定価格について、

いずれの関係を権利行使の条件 とする場合であつても、顧客が誤解 しないように、十分

に説明し、顧客の理解を得ることに努めなければなりません。

2・ 1・ 2.一定の金銭 (第 2条第 1号関係 )

一定の金銭 とは、バイナ リーオプション取引においてペイアウトにより支払われる金

銭であつて、バイナ リーオプションが権利行使によリペイアウトとなつた場合には、契

約によりあらかじめ定められた固定額を支払 うこととなる場合の固定額を指 します。

例えば、原資産の価格が権利行使価格に達 した場合に権利行使することができるプレ

ーンオプション9と 原資産の予約取引を 1つのデ リバティブ取引契約 としてまとめ、結果

として、権利行使により顧客が固定額のペイアウトを受け取る仕組みの取引10で あって

も、継続的かつ反復 して取引が可能で、個人向けに提供される場合には、実質的にバイ

ナリーオプションと変わらないため、本規則の対象 となり得ますn。

また、権利行使価格を 3つ以上設定し、それぞれの権利行使価格によつて作られる価

格帯に対して異なる固定額のペイアウトが支払われる仕組みも本規則の対象となり得ま

す 。

ただし、設定されたいずれかの権利行使価格によつて権利行使条件が満たされたとき

には、オプションの取得者が一定額をオプションの付与者に支払 うと原資産を受け取る

ことができる仕組みやオプションの取得者が受け取るペイアウト額には上限が設けられ

ていない仕組みなど12は、本規則の対象 とはなりません。

2・ 2.原資産について (第 2条第 2号関係 )

個人向け店頭バイナ リーオプションは、法第 2条第 22項第 3号又は第 4号に規定す

るオプション取引の 1形態です。

法第 2条第 22項第 3号イに該当するオプションについては、権利行使によリオプシ

6 権利行使を可能とする期間を設け、その期間中に原資産価格が権利行使価格に達した時点でペイアウトが確定され

るバイナリーオプション
7 -般に権利行使期間中の任意のときに権利行使ができるオプションをアメリカンタイプ、満期日 (オ プション契約

の有効期限)にのみ権利行使ができるオプションをヨーロピアンタイプ、満期日までの期間、複数回、権利行使が行
えるものをバミューダ・タイプと呼びます。

8判定価格=権利行使価格の場合には、その他の位置関係のときと異なるペイアウト額とするオブションや権利行使価

格を 3本以上設定し、各権利行使価格によって作られる価格帯に応じて異なるペイアツト額とするオプションも本規

則の対象となり得ます。
9オプションの原型を指し、権利行使価格をもつて原資産を取得することができるオプション (コ ールオプション)又

は権利行使価格をもって原資産を譲渡することができるオプション (プ ットオプション)を指します。
10 例えば 1ドル 100円 を権利行使価格とし、権利行使が行われた場合には、同時に 1ドル 101円 で ドルを買い戻す

契約を組み合すことによって、あらかじめ定める一定額 (1円 )をペイアウトするような仕組みを指します。
lJた だし、当該取引がオプションとなっていない場合、あるいは継続的かつ反復して取引が行える仕組みでない場合

や個人投資者との取引を行わない場合には対象となりません。
12部分的にプレーンオプションとしての性格を有しているものを指します。



ョンの付与者 と取得者における売買の対象 となる金融商品を原資産といいます。

法第 2条第 22項第 3号口に該当するオプションの うち、当協会の所管する範囲は、

法第 2条第 22項第 1号に該当する取引 (先渡取引)若 しくは法第 2条第 22項第 2号に

該当する取引 (指標先渡取引)を成立させることができる権利 (オプション)と なるた

め、先渡取引の対象 となる金融商品又は指標先渡取引において授受される金銭を算出す

るための金融指標を原資産 といいます。

また、4号に該当するオプションは、金融指標を用いて、あらかじめ定めた金融指標

の値 と権利行使が行われたときの金融指標の値の差によつて算出される金銭を授受する

こととなる取引を成立させる権利であり、その金銭を算出するための金融指標を「原資

産」といいます。 13

バイナリーオプションの原資産についても、同様ですD

なお、当協会の所管するオプション取引の対象 となる原資産は、金利先物取引の対象

となる預金契約に基づく債権等 (法第 2条第 24項第 2号に規定するものに限る。以下

「預金等」とい う。))、 通貨 (法第 2条 24項第 3号)及び金融指標のうち、預金等の金

利または通貨に関連するものとなります。 14

また、金融指標には、個々の通貨の価格や預金等の金利そのもの指標 とするもの (法

第 2条第 25条第 1号)と 複数の通貨の価格や預金等の金利をまとめた、いわゆるイン

デックス (法第 2条第 25項第 4号)に該当するものがあります。

2‐ 3.権利行使価格について (第 2条第 4号関係 )

バイナリーオプションの権利行使価格 とは、ペイアウトの有無を確定する判定におい

て判定価格 と照合するために、あらかじめ定められた原資産の基準価格 (ま たは値)を

意味します。 15

2‐ 4.判定価格について (第 2条第 5号関係 )

「判定価格」とは、バイナリーオプションの取得者が権利行使を行つた時点の原資産

価格を意味します。あらかじめ定められた判定時刻によつてのみ自動的に権利行使が行

われる契約や原資産価格が一定の価格に達 したときには自動的に権利行使 となる契約で

も判定が行われるときの原資産価格を指 します。

2・ 5.期間、時点の関係について (第 2条第 8号関係 )

取引期間の終了時をもつて判定が行われる場合の取引期間、判定時刻、売買可能期間

などの関係は次のとお りとなります。

“
金融商品取引法第 2条第 22項参照

14 法第 2条第 22項第 3号口に該当する取引には、為替先渡取引 (Foward Exchange Agreement/Fう い、差金決済

型為替先渡取引 (Non‐ De■verable Forward/NDF)な どの金融先物取引も対象となります。
15プ レーンオプション (コ ール)の権利行使価格とは、オプションの取得者が権利を行使し、オプションの付与者か

ら原資産を取得するときに、オプションの取得者が付与者に支払 う原資産の取得価格を意味します。



注 :売買終了時間は、可能な限り判定時刻に近づける必要があります。

2‐ 6.【参考】「商品」「銘柄」「回号」について

このガイ ドラインにおいては、「商品」「銘柄」「回号」について、以下のとおり整理して

います。

①商品 :「バイナリーオプション16」 「レンジバイナリーオプション」「ワンタッチオプ

ション」など権利行使の条件設定方法による区分とヨーロピアンタイプ、ア

メリカンタイプなどの権利行使を可能とする期間による区分、さらにコール、

プットの別がある場合にはコール、プットの別を組み合わせたものを 1つの

商品とします。

②銘柄 :権利行使価格又はペイアウトに用いる通貨の別に関わりなく、原資産 (通貨

の場合には通貨ペア (通貨指標))の別をもつて 1つの銘柄とします。

③回号 :商品の別あるいは銘柄の別に関わらず、取引期間の開始時刻と終了時刻の一

対を回号とします。

複数の商品、銘柄、回号を扱う場合には、たとえば、以下のように表されます。

(商品)

バイナ リーコール

バイナリープット

レンジバイナリー

(銘柄)

ド ル/ 円

ポンド/ 円

ユーロ/ドル

(回号)     (取 引時間)

第 1回  午前 9時 00分～年前 ■ 時 00分

第 3回  午後 3時 00分～午後 5時 00分

第 3回  年後 3時 00分～年後 5時 00分

なお、例えば 2時間取引と 12時間取引など、異なる取引期間の取引を同時に取 り扱 う

場合には、商品の区分を「バイナリーオプション (2時間)」
「バイナリーオプション (12

時間)」 とするなど、取引期間の異なる取引であることが顧客に誤解なく伝わるように、表

示する必要があります。

3。 「取引期間」について (第 3条関係)

平成 25年 4月 24日 に公表 した本協会バイナ リーオプションワーキンググループ最終

報告に基づき、当面の間、個人向け店頭バイナ リーオプション取引の取引期間については、

2時間以上とすることが適当であると考えます。

したがつて、個人向け店頭バイナリーオプション取引を取 り扱 う会員は、 2時間以上の

16こ こでは、取引期間の終了時のみ判定が行われペイアウトするもの (バイナリーオプションの原型)を指します。

5



値をもつて、取引期間の最低基準値を自ら定め、業務を管理する必要があります。

一定の算定方法により権利行使価格を定める場合には、具体的に権利行使価格が決定 し、

顧客との取引を行 う時点から判定時刻までの期間が基準値の対象期間となります。

連続する回号について、取引期間を重複 させることは可能です。ただし、取引期間を重

複させる場合には、先行する回号の判定時刻 と後行する回号の判定時刻 との間隔を自社の

取 り決める最低基準値以上に広げる必要があります。

取引期間の長 さが同じ場合に限らず、その長さが違っていても、異なる銘柄の取引につ

いて、それぞれの判定時刻の間隔が 2時間未満 となるように設定することは、顧客におけ

る過度の投機的取引の誘因となる可能性があり、合理的な根拠17が ない限 り不適切である

と考えます。

一定の算定方法により権利行使価格を定める場合であってぃ顧客との取引の開始後に権

利行使価格が具体的に決定される場合、一つの回号内に、複数の異なる時刻を持って権利

行使価格を決定することは、顧客における過度の投機的取引の誘因となる可能性があり、

合理的な根拠のない限り不適切であると考えます。

また、商品が異なる場合であつても、顧客における過度の投機的取引の誘因とならぬよ

う、異なる商品間の回号の設定には、相互の判定時刻の間隔について、十分に留意 しなけ

ればなりません。

例
最 低 取 弓l'切 問 :X時間
BO取 引 う切間 :X+α時 間

第 n回 判 定 第 n+■回 判 定

第 n ttBo

第 n+■ 回 BO

1日 の BO設 定 可 台ヒ数 は 回 とな る

なお、異なる取引期間の回号を重複 して設定することも可能です。ただし、回号の重複

17東京、ロンドン、ニューヨークといったそれぞれの主要市場において、もっとも活発に取引される通貨ペアを分類
し、それぞれの市場の取引時間に合わせて回号を設けることや流動性に制限のある特定の通貨について、流動性を確

保しうる時間帯に合わせて回号を別に設けることは合理的な根拠の 1つ と考えられます。また、通貨の価格変動に影

響を当たる経済指標等の公表時刻を勘案し、特定の営業日の回号を調整することは当該営業日における回号の設定根
拠としては合理的であるとも考えられます。

２４
一〆



が顧客における過度の投機的取引の誘因とならぬよう、十分に留意する必要がある18点 に

ついては変わりません。

例
最 低 取 弓:期 間 :X時 間

|

4.売買期限 (第 4条関係 )

個人向け店頭バイナ リーオプション取引の透明性を高め、投資者の不測の損失の発生を

可能な限り取 り除くためには、取引所上場オプションなどの例に準 じて、判定時刻の直前

まで顧客が自由に売買できる環境を提供することが必要と考えます。

当協会事務局が確認 (平成 24年 9月 時点)したところにょれば、米国 NADEX市場に

上場する通貨バイナリー契約では、おおよそ判定時刻の 2分前まで投資者による売買が行

われています。こうした先行事例を参考に、取扱会員は判定時刻の直前まで取引を行 う態

勢の整備に努めなければなりません。

一方、実際の取引においては、判定時刻直前になると取引価格のスプレッドが大幅に拡

大し、顧客との取引が円滑に行 うことができないことが想定されます。そのような状況が

常態化する恐れがある場合には、「3.取引期間について」に示す、取引期間の重複につい

ての考え方を用い、顧客が次の回号に円滑に移行できる環境を提供することも有効な対処

方法 と思われます。

なお、取引期間を重複させる場合であっても、先行する回号については判定時刻の直前

まで顧客のポジション解消のための取引に応 じる必要があります。 19

5.取引方法 (第 5条関係 )

個人投資者を広く対象 とする金融先物取引の発展にためには、取引価格やその他の取引

条件が公正なものであると顧客から信頼 される仕組みとすることが重要です。店頭取引に

おいては、外形的には顧客と利害が相反することから、なお一層、信頼される仕組みが求

められるものと考えられます。

個人向け店頭バイナリーオプション取引においては、会員が設定する権利行使価格や提

示する取引価格が会員の側に一方的に有利なものとなつていないか、顧客には容易に判断

できません。

そこで、顧客がオプションの取得者にも付与者にもなれることとすれば、例えば、権利

樋例えば取引期間を 24時間とする回号について取引期間の途中で権利行使価格の追加を行えることとする場合には、

権利行使価格の追加することができる期限以前に、異なる取引期間の回号が複数重複する設定は合理性に乏しく、好
ましくないものと考えられます。

19取引期間を重複させる場合、先行する回号では、顧客と円滑に取引できる価格の提示が困難となりつつある状況と

なりますので、新規建取引については後行する回号が受け止めることとし、先行する回号の新規建取引ついては、後

行の回号が開始となった後、顧客との取引が円滑に行 うことが困難となった時点で終了とすることは可能と考えます。



行使価格に対して業者が割高な取引価格を提示 した場合には、顧客は付与者 となって割高

な取引価格 (プ レミアム)を受け取ることができます。すると、オプションの取得者 とな

った業者の方が不利 となりますので、常時、顧客が買付取引も売付取引も行えるようにな

ると、業者にとつては適正な取引価格を提示 し、取引を拡大することが最善の選択 となり

ます。

業者が最善の選択に従つて行動し、顧客がそ うした業者の姿勢を理解すれば、取引価格

に対する顧客からの信頼感が高まっていくものと思われます。 (1号)

顧客が取得者にも付与者にもなれる方法以外であっても、業者側のみが有利 となる取引

条件 (いわゆる「総取 り」)を取 り除くことで、同様の効果が期待できるものと思われます。

例えば、バイナ リーオプション取引のペイアウトと損失額が一定額であるとい う関係か

ら、理論的には、

コールオプション価格=ペイアクト額―プットオプション価格

となる関係20を利用し、同一の通貨、権利行使価格、取引期間とするバイナ リーコールオ

プションとバイナリープットオプション21の 買付取引を同時に取 り扱 う方法が考えられま

す。

ただし、上記の関係を裏付ける理論値をもとに実際の取引価格を生成すると、完全に上

式に合致する結果 とはならないこともあり22、 そのような場合には、あらかじめ顧客にそ

のような状態が生ずる理由を十分に説明することが必要です。23

-方、顧客に十分に説明したとしても、上記関係式から得 られるコール・プット価格の

関係から著 しく異なる価格は不適正であると認識 し、自社の価格管理を行 う必要がありま

す。 (2号 )

6・ 1.合理的な根拠 (第 6条第 1項関係 )

「合理的な根拠に基づく価格」とは、個々の回号に対 し、Black=Scholes Modelな ど所

定の理論式を応用 した価値計算の結果を基礎 として組成された価格を指 します。24

20た だし、コールは判定価格≧権利行使価格、プットは判定価格<権利行使価格とするなど、判定価格=権利行使価

格の場合のペイアウトの帰属をコール、プットいずれか一方のホルダーのみに属することとする場合に限ります。
閉判定価格が権利行使価格以上 (又 は上回る)と きにペイアウトが発生するバイナリーオプションをバイナリーコー

ルオプション、判定価格が権利行使価格以下 (又 は下回る)と きにペイアツトが発生するバイナリーオプションをバ

イナリープットオプションといいます。
22た とえばコール、プットともに買付取引のみを扱 う場合であつて、業者収益分を加えて取引価格を提示するときに

は、収益相当分が影響し、本文中の関係式が成立しないことなどが考えられます。この場合、コール、プットともに

同程度の業者収益分が加算されており、かつ、取引解消価格を業者収益分を除いた額とし、さらにコールの取引解消

価格とプットの取引解消価格の合計がペイアウト額となる関係が成り立つならば、合理的な説明を有するものと考え

られます。
23関係式を成立させるため、コールとプットのいずれか一方に判定価格=権利行使価格のときのペイアウトを付ける

場合には、顧客が誤解しないように、コールとプットによつて判定価格=権利行使価格となったときのペイアウトの

扱いが異なることを十分に説明し、理解を得る必要があります。
24た とえば、ギャンブルに用いられるオッズによる価格などは、個々の金融商品に対する合理的な根拠に基づく価格

とは言えません



6‐ 2.2 WAY方式 (第 6条第 2項関係 )

買付価格と売付価格を同時に確認することができる仕組みとは、売値 と買値を同時に顧

客に提示する、いわゆる2 WAY方式を指 します。

常時、売値 と買値を同じ値 とする場合に提示される価格は 1つ となりますので、そ うし

た仕組みとすることは問題ありません。

なお、バイナリーコールオプションとバイナ リープットオプションを同時に用いて買付

取引のみを行 う場合においても、顧客の建玉の解消取引に応 じなければならず、解消取引

のための価格を買付価格 とともに顧客に提示する必要があります。

ただし、取引期間の一部を重複させ、先行する回号について、顧客が新規ポジションを

取得 した場合には、その後は判定時刻の直前まで、顧客のポジションの解消に係る取引価

格のみの提示となることは問題ありません。

6‐ 3.ペイアウト額の決定 (第 6条第 3項関係 )

取引期間中のオプション価値の変動は、オプションプレミアムの変動 (取引価格の変更)

をもつて示 さなければなりません。 したがって、取引価格を固定し、価値変動はペイアウ

ト額をもつてのみ示す方法は認められません。

ペイアウト額は、権利行使価格 と判定価格の位置関係を利用 して、複数設定すること25も

可能です。ただし、各回号の取引開始時点ではペイアウト額が定められていることが必須26

となります。

なお、取引価格に対するペイアウト倍率を表示する、あるいは複数の取引を一括 りにし

て取引することなど、みだりに顧客に過度の投機的取引を誘引するような価値の示 し方を

しない態勢を整える必要があります。27

7・ 1.権利行使価格の決定時期 (第 7条第 1項関係 )

一定の算定方法により権利行使価格を定める場合であって、顧客との取引の開始後に権

利行使価格が具体的に決定される場合を除き、権利行使価格は各回号の取引開始時点で定

25判定価格=権利行使価格の場合には異なるペイアウト額とする仕組み、あるいは 2つ以上の権利行使価格を用い、

それぞれの権利行使価格によって作られる価格帯別にペイアウトを定める仕組みなども考えらえます。ただし、ペイ

アウト倍率を高める目的をもつて、そうした仕組みを用いることは、本規則の制定趣旨に反するものと考えます。
26顧客が価格を比較検討し、妥当性を理解するためには、ペイアウト額は各回号の開始時点で決定されていなければ

なりません。取引期間中の顧客が支払った顧客ごとに異なる取引価額と同等額をペイアクトする仕組みとすると、顧

客ごとに異なるバイナリーオプションを取引することとなり、価格の比較検討が行えなくなりますので、認められま

せん。ただし、合理的な取引価格であることを前提に、例えば、判定価格=権利行使価格となった場合には、取引が

不成立となる契約などを用いて、ペイアウトとは異なる方法をもつて顧客に取引価額が戻される仕組みを用いること

は可能であると考えられます。
27顧客が各社の価格を比較検討できるようにするためには、価格の表示単位などについて共通化する必要があります。

たとえばドル円プレーンオプションであれば、1ドルに対する取引価格を顧客に提示することが基本と考えられます。
一方、バイナリーオプションの価格計算の仕組みを踏まえれば、ペイアウト額を基準とする取引価格を提示せざるを

得ず、そのような条件下で顧客における取引価格の比較参照性を保持しようとするならば、ペイアウト金額について

は、例えば 1000円 、10,000円 など、顧客が比較しやすい単位とすることが望まれます。ただし、オプションの取

引価格を 1,000円 、5,000円 など、顧客の投資額を固定し、付与するオプションの数量を調整する仕組みは、顧客の

価格比較性が損なわれるおそれがあるほか、顧客による過度の投機的取引を誘引する可能性もあり、不適切なものと

考えられます。



められている必要があります。たとえば取引開女台時間を 00時 00分 00秒 としたとき、00

秒の最初の原資産の表示価格 (テ ィック)を もつて権利行使価格とすることはできます。

ただし、一度定めた権利行使価格は、取引期間中に変更することはできません。

7‐ 2.権利行使価格の追加設定 (第 7条第 2項関係 )

取引期間内の権利行使価格の追加設定は、第 2項各号に掲げる条件をすべて満たしたと

きに限 り、行 うことができます。

このうち (1)は、各回号に設定した権利行使価格のうち 1つでも顧客との取引が円滑

に行われていれば (その価格がアットザマネーでなくとも)、 追加することは認められない

ことを示しています。

円滑に行われていない状況 とは、例えば、追加 しようとする時刻以前には顧客 との取引

が途絶えてお り、かつ、追加後の為替相場が、既設の権利行使価格の方向に動 く見込みが

ない状況であることなどが考えられます。

因みに権利行使価格を追加することとなつた場合でも、追加前に設定した権利行使価格

に基づ く取引価格を引き続き提示 し、かつ、すでにポジションを有する顧客のポジション

解消の取引に応 じる必要があります。

(2)は、権利行使価格を追加することができる期限を規定しています。規定の内容は、

次の例のとお りです。

例
最 低 取 弓 I〕胡 rBH:x時 間
BO取 引 多明 Π射 :X+α 時 間

ミ

ーー 土
ギ

型
甲

一
一

、 _―
――

―
~~~~~― ― X時 間 ― 一

|          rヽ/~         |                           
‐
Yオ

i   追 加 設 定 可    I             追 加 設 定 不 可

(3)は権利行使価格を追加設定できることとする場合の前提条件を示 しています。す

なわち、権利行使価格の追加がある旨および追加の方法を顧客に事前に十分に理解 しても

らうため、あらかじめ取引説明書に記載するほか、公表する取引概要にも記載することを

規定しています。

8.権利行使価格の決定方法 (第 8条関係 )

個人向け店頭バイナ リーオプション取引では、少なくとも取引開始時点では高ペイアウ

ト倍率28と ならぬよう、権利行使価格を適切に定める必要があります。

本規貝Jに従い取引される個人向け店頭バイナ リーオプションはペイアウト額が一定であ

28ペィァゥト倍率=ペイアウト額■オプション価格
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るので、取引価格が低いとペイアウト倍率が高まります。

取引価格は、アウトオブザマネーの場合は、権利行使価格が原資産の価格から乖離する

ほど取引価格は低下し、インザマネーの場合は、権利行使価格が原資産価格から乖離する

ほど取引価格が上昇 します。

また、アウトオブザマネー側の権利行使価格では、取引期間が長いほど取引価格が上昇

し、逆にインザマネー側の権利行使価格では、取引期間が長いほど取引価格が低下します。

このため、高ペイアウト倍率を取 り除こうとするときには、取引開始時の原資産価格を

挟んで設定される権利行使価格の幅 と取引期間の長さのバランスを図 り設定する必要があ

ります。

なお、権利行使価格の幅は、例えば、取引期間と同等の長さ (時間)における対象通貨

のインプライ ドボラティリティーやヒス トリカルボラティリティーが目安 となるものと考

えられます。

ただし、ボラティリティーを権利行使価格の設定基準として用いる場合であっても、取

引開始の段階で著しく高いペイアウト倍率とならぬよう、ボラティジティーによる基準の

ほか、各社で取引開始時点の原資産価格と権利行使価格の幅の上限を定めるなど、複数の

基準をもつて、慎重に権利行使価格を設定することが望まれます。

9.取引概要 (第 9条関係 )

会員は、取引概要を自社のホームページに常時掲載 し、一般に公開します。取引概要の

対象となる事項については、協会事務局にて提供する、別表 「個人向け店頭バイナリーオ

プション取引説明書に記載される取引概要の必要事項」を参考 としてください。

昨今では、インターネットなどを通 じて、真偽不明のものを含め、さまざまな情報が提

供 されてお り、個人顧客が店頭金融先物取引について誤つた先入観を持つ可能性を否定で

きない状況にあります。

したがって、会員は、金融先物取引を個人向けに広 く提供する場合には、顧客となる個

人が具体的な取引開始手続きを進める前に、取引を行お うとする金融先物取引の商品性や

取引方法などについて正確な情報を確認することができ、かつ、その情報を十分に理解で

きる環境を会員自身が整備に努める必要があります。

本規則に従い、公表 される取引概要は、取引説明書に記載された事項とはなりますが、

少なくともこうした事項を積極的に公表 し、これから投資を行お うと検討する投資者が事

前に知識を高める機会の提供に努めてください。

10・ 1.広告審査 (第 10条第 1項関係 )

他の金融商品における広告姿勢と同様に、個人向け店頭バイナリーオプション取引につ

いても、その商品性や リスクを誤解 させ、顧客の安易な投資を誘引するような表現や内容

を用いることは不適切であり、広告審査を通じて、そ うした内容の広告が利用されないよ

うに、業務態勢を整備 しなければな りません。不適切 と考える具体的な表現や内容例につ

いては、協会事務局が別に作成する「広告等に関するQ&A事 例集」を参照してください。

10‐ 2.ア フィリエイ ト広告 (第 10条第 2項関係 )
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個人向け店頭バイナ リーオプション取引におけるアフィジエイ ト広告利用についても、

FX取引に係る既存のガイ ドラインを利用 し、適切な管理に努める必要があります。

ただし、バイナ リーオプション取引の商品性を鑑みれば、間接契約によるアフィジエイ

ト広告では、十分に管理できないのではないかとの懸念がありますので、事前に内容を把

握するなど、一層、慎重に利用するコンテンツの確認を行 うことが必要です。

10・ 3.キャッシュバック (第 10条第 3項関係 )

アフィリエイ ト広告の利用以上に、個人向け店頭バイナリーオプション取引におけるキ

ャッシュバックなど景品類の提供は、投資者の冷静な判断の妨げになるのではないかとの

懸念があります。

特にアフィジエイ ト広告を利用して、キャッシュバックキャンペーンが宣伝 されると、

一層、その懸念が高まりますので、会員は景品類の提供を控えるなど、慎重な姿勢で臨む

ことが求められます。

■.取引開始基準 (第 ■ 条関係)

会員は、原則 として、顧客属性を区分 し、取 り扱 う金融商品の種類ごとに、取引開始基

準および取引限度額基準を設け、顧客との取引の可否を判断し、取引状況を管理すること

が求められます。29

ただし、たとえばリスクカテゴリーが同じ金融商品を同一の基準をもつて扱 うことや、

リスクの低い種類をリスクの高い種類 と合わせ、 リスクの高い種類の基準によつて管理す

ることができます。

同様に顧客属性の最下位に設ける基準をもつて、その他の上位層も一律的に管理するこ

とは、特に問題はありません。

・第 1号 投資経験の対象 とする取引には、金融先物取引全般のほか、金融先物取引以

外の金融商品のデ リバティブ取引、商品先物取引など商品デ リバティブ取引、

信用取引 (株式)な どが該当するものと考えられます。

経験年数については、これら取引に対する当該顧客の実際の取引量や取引頻

度などにも依 りますが、一般的には 1年程度の投資経験を有していることが

適当と思われます。

・第 2号 第 12条における確認結果を利用 します。

。第 3号 例えば顧客の収入に関し、取引のリスクが類似する商品先物取引業では、「商

品先物取引業者等監督指針」Ⅱ-4-2 適合性原則の中で、慎重な取扱を求

めるものとして、一定の収入 (500万円以下)が例示されていることなども

参考に、顧客属性に応 じた実効性のある基準を設ける必要があります。

29規則施行以前に取引する顧客については、引き続き取引を行うことができることとします。ただし、規則施行後、

顧客情報を当該顧客に確認するときには、第 3号から第 6号までの事項を加え、顧客情報の登録を促し、情報更新
の結果、基準に抵触することが判明した顧客とは、取引の停止を含め慎重に対処する必要があります。
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・第 4号 投資目的を確認するための選択肢には、オプション取引への基本的なニーズ

である「ヘッジ取引」を取 り入れることが必要であると考えます。ヘッジ取

引を目的とする場合には、主にヘッジを必要とする資産の種別、当該資産の

額も確認 します。30

・第 5号 顧客が定める取引限度額及び損失限度額の管理において、受入証拠金をもつ

て行 う場合には、取引限度額など個別に顧客の申告を受け付けることに替え、

顧客が預託する額の申告を受け付けることができるものと考えます。

・第 6号 その他確認すべき事項には、年齢、職業など口座開設時に一般的に確認すべ

き事項が含まれます。

自社で定めた確認要素のうち、顧客のバイナリーオプション等への投資の道否を判断す

るための基準項 目については、そのいずれかの項 目について顧客が基準を満たさぬ場合に

は、当該顧客とは原則 として取引を行わないようにする必要があります。

ただし、たとえば知識に関し、基準を著 しく上回る水準にあり、十分な金融資産を保有

している高所得者であって、デ リバティブ取引の経験のみが基準を満たさぬ場合などのケ

ースは、あらかじめ定める社内手続に従い、内部管理責任者が当該投資者を訪問するなど

の方法を通 じて、投資者の意思により、自己責任に基づいて投資を行 うことを十分に確か

め、一定程度の期間は通常の取引限度額よりも低い限度額を設けて取引の開始を認めるこ

とは合理的であると考えます。 (2項、3項 )

また、ヘッジを取引の目的とする顧客であって、当該顧客がヘッジに必要とする投資額

の申告を行っていない場合には、当該顧客に申告を促すなどの配慮が望まれます。

なお、第 1項に示す顧客情報については、顧客カー ドに記載 し3132、 顧客が随時更新で

きる環境を整えるほか、少なくとも 1年程度のサイクルをもつて、定期的に顧客に登録情

報の確認および見直しを促す必要があります。 (6項 )

12.顧客への説明 (第 12条関係 )

顧客が必要な知識を有 しているかどうかは、テス トなど具体的な方法をもつて行 う必要

がありますロテス トは、正誤など二者択一式で行 うことができますが、明らかに回答が分

かるような安易な設問を避け、必要知識に対する顧客の理解度を測定するに足る内容 と出

題数 (出題範囲)と することが必要です。

DO取引目的の選択肢にヘッジを加え、選択された場合は、対象資産の種類と資産額を申告させる方法などが考えられ
ます。

31規則施行前からバイナリーオプション取引を行う顧客については、1年内に行われる顧客情報の更新機会を通じて顧

客カードに記載されるよう、顧客情報の管理を図ります。
32顧客カードを、他の金融商品と共用とすることに問題はありません。
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会員はあらかじめ基準となる正答率を定め、その水準に達 していない顧客とは取引を行

わぬように、業務フローを整えるなど、態勢を整備 しなければなりません。知識不足の顧

客とは、当該顧客の資力等の他の判断要素に関わらず、取引を行わぬ姿勢の徹底が望まれ

ます。33

顧客には、HPな どに知識学習に必要となる情報を掲載 し、学習機会を十分に提供する

ことが望まれます。ただし、テス ト問題の漏えいを防ぐため、テス ト問題 自体を掲載する

ことは避け、実際のテス トにおいても、多数の問題から毎回アットランダムに出題 される

方法などを用いることが肝要です。

なお、知識テス トの結果、基準に満たなかった顧客については、少なくとも翌営業 日ま

では再テス トに応 じられないこととするなど、実効性を伴った運用とする必要があります。

13.取引説明書 (第 13条関係 )

一般に公表 した取引概要に関する解説などについては、取引説明書又は取引説明書 と一

体をなす付属資料に収録 し、顧客のさらなる理解を図る必要があります。

また、第 14条により顧客から徴求する確認書に記載された事項は、その詳細な説明が

必要なものについては、具体的な資料を示 し十分に説明することが求められますので、取

引説明書には、確認書に記載 した事項に関する説明を付すことが必要です。

14‐ 1.確認書の徴求 (第 14条第 1項、第 2項関係 )

個人向け店頭バイナ リーオプション取引は、通貨関連店頭オプション取引と同様に、業

務取扱規則第 8条の 2に規定する確認書を、顧客との取引の都度、当該顧客から徴求する

必要があります。

ただし、規貝1お よびこのガイ ドラインに則 り行われる個人向け店頭バイナ リーオプショ

ン取引は、継続的かつ反復 して取引を行 うことができる仕組みを有する取引であり、業務

取扱規則第 8条の 2第 2項の 「定型化 された取引」とみなすことができるため、本規則を

適用する個人向け店頭バイナ リーオプション取引については、顧客からの確認書の徴求を

年 1回 とすることができます。34

14・ 2。 確認書に記哉する留意事項 (第 14条第 3項、第 4項関係 )

第 14条第 3項各号は、バイナ リーオプション取引の固有の留意事項を示していますロ

これ ら事項は顧客に資料を示すなどの方法をもつて、具体的に説明し、十分に顧客に理解

してもらうことが求められます。

このため、これら事項には、例えば、電子ファイルを用いる場合であれば、確認書の記

載箇所 と取引説明書の説明箇所にリンクを設定し、顧客が容易に内容を確認 し、印刷も可

能とし、かつ確認 したことをチェックできるなどの環境を整備 した うえで、確認書を通 じ

33顧客カー ドヘの記載事項としては、確認テス トを実行した日、点数、判定結果などが考えられます。
aJただし顧客がバイナリーオプションの取得者となる場合あるいは付与者となる場合の別やロスカット規制又はレバ

レンジ規制の適用の有無に関わらず、全ての顧客から (法人名義の顧客を含む)少なくとも年 1回、確認書を徴求し

なければなりません。
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て顧客の理解を確認することが求められます。なお電子ファイルを用いる場合には、顧客

が確認したことをチェックしたことがわかるように記録の保存を行う必要があるといえま

す。

15・ 1.属性区分による取引基準の設定 (第 15条第 1項、第 2項関係)

会員は、取引開始基準を満たした顧客との間で取引を行 うに当たり、取引開始基準に準

じた顧客の属性区分に応じて当該顧客との取引を管理する基準項目と適用する数値を定め

ます。この基準および数値の設定には、単に当該顧客の資力等による損失への耐久性のみ

ならず、当該顧客が過度な投機的取引に陥らぬように見守る善良な金融商品取引業者とし

ての視点も考慮する必要があります。

属性区分の考え方は、 11.に記載するとおり、たとえばジスクカテゴリーが同じ金融

商品を同一の基準をもつて扱 うことや、リスクの低い種類をジスクの高い種類と合わせ、

リスクの高い種類の基準によつて管理することができます。

同様に顧客属性の最下位に設ける基準をもつて、その他の上位層も一律的に管理すること

ができます。

15・ 2.具体的な基準等 (第 15条第 3項関係)

取引基準の項目としては、以下の事項が考えられます。

①一定期間内の取引額の総額

②一定期間内の損失額の総額

③最大ポジシション

このうち、一定期間としては「1営業日」と半年などある程度の期間とを併用すること

が効果的と考えられます。

このような項目を草層的に設けた場合の管理負担を鑑み、次のような考え方をもつて基

準を整理・統合・代替することも可能と考えます。

イ.取引額をペイアウト額として計算する場合35、 バィナリーオプション取引では累

積損失額が取引総額を上回ることがないため、取引総額の基準値をもつて損失額

の基準を兼ねる

口.自 社の個人向け店頭バイナリーオプション取引契約では、証拠金制度を採用し、

約定時に最大損失額相当の証拠金を必要とすることとしており、証拠金以上の損

失が発生しない仕組みとなつていることから、受入証拠金の限度額を基準とし、

取引総額および損失額を代替する

ハ.1回号当たりの新規取引を 1回 とする場合、最下位とする属性区分に対する一定

35 本協会への四半期報告と同様に、顧客と取引を行ったバイナリーオプションに付されたペイアウト金額をもって当

該顧客との取引額として認識することを指します。
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期間 (半年など)における取引総額の基準額を仮定し、期間内の営業 日数、 1営
業 国内に設定する判定回数で割った値をもつて取引限度額および損失限度額を代

替することとし、全顧客を一律に 1回 当たりの取引額に上限を設ける

その他、会員 自身が定めた適切な方法により、実質的に顧客の取引限度額および損失限

度額を管理することができますが、いずれの場合においても、第 11条による顧客の申告

額を上回ることのないように管理する必要があります。

なお、個人向け店頭バイナ リーオプション取引に対 し、他の金融商品取引と総合 して取

引基準を設ける場合には、当該金融商品の性質や当該金融商品に対する顧客の投資 目的を

十分に勘案 して取 り扱 う必要があります。86

また、具体的な管理 として、顧客との取引結果を、後 日、定期的に集計 して基準値 と比

較する、いわゆる事後モニタリングによる方法なども可能であると考えますが、集計サイ

クルが 1週間を超えるような場合には、 1回号当たりのポジンヨン最大額や取引回数に制

限を設けるなど、顧客に不測の損失が生じぬ仕組みを合わせて整備することが必要と考え

ます。

15‐ 3.顧客による申告額の扱い (第 15条第 4項関係 )

本規則では、第 11条第 1項第 5号において、取引の開始手続の一環 として取得すべき

顧客情報として、当該顧客自身の決定する取引限度額又は損失限度額の申告を求めていま

す。

会員は顧客の申告を尊重 して当該顧客との取引の管理に努める必要がありますが、会員

自身が定める取引基準よりも、顧客の申告額が緩い場合には会員自身の基準をもつて管理

し、顧客の申告額の方が厳 しい場合には、顧客の申告額をもつて管理することが必要とな

ります。

なお、顧客が取引限度額等を申告 しない場合には、自社の基準をもつて管理するものと

します。37

15‐ 4.顧客へのアナウンス等 (第 15条第 5項関係 )

実際に取引基準に抵触する顧客を検出した場合には、例えば、即座に当該顧客との新規

取引を中断することなどの対応 も考えられますが、現実の顧客との関係を踏まえ、少なく

とも、初動を素早く行い、検出した日の翌 日には、当該顧客に取引基準に抵触 した事実お

よびその原因を伝達 し、顧客の意思を確認 した後に取引を中止するといつた段階を踏んだ

対応が考えられます。

ただし、そ うした対応の場合には、一定の期間内に顧客の意思が確認できないときや、

86リ スクの性質や投資額の取り扱い方が異なる (例 えば、現物国債と債券先物取引のリスクの相違、FXやプレーンオ

プションは想定元本が取引金額となるのに対し、バイナリーオプションはペイアウト額となるなどの違いなど)金融

商品について、単純に取引額を積算して管理することは適切であるとまでは言えないものと考えられます。
37ヘ ッジを目的とする顧客については、取引限度額等の申告を必須とすることなどの対応も考えられます。
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顧客が引き続き取引するために必要な手続きに従わないときには、当該顧客との取引を中

止するなどの措置を定め、投資者保護を失することのないように、業務を管理 しなければ

なりません。

いずれにせよ、取引中断などによる顧客との トラブルを回避するため、取引契約に取引

基準に抵触 した場合には取引中断とする旨などを明らかとし、取引開始前の知識確認など

の機会を通 じて、当該顧客の理解を確認 しておくことが賢明です。

16‐ 1.取引の中断 (第 16条第 1項関係 )

顧客との取引を中止または中断する特別の事由とは、売買が円滑に行えないほど為替相

場が突然大変動した場合や大規模な災害やテロなどの発生のほか、システム上の不都合が

生じたときや価格情報配信元による価格情報の異常事態の発生などが考えられます。

なお、会員の財務状態に重大な影響を与えるほど顧客の注文が偏 り、すべての注文に応

じることができない状況も特別の事由の 1つ とは考えられますが、注文の偏 りを口実に顧

客との取引を容易に中止することなどは、会員 として不適切な業務姿勢と考えます。

16‐ 2.取引中断等の情報公開 (第 16条第 2項関係 )

取引中止等の情報は、すでに取引中の顧客に個別に伝達することに止まらず、HPな ど

を通 じて周知を図ることが必要です。中止等が発生した事由の解明が速やかに行えない場

合には、いつたん、中止情報の周知を行い、発生事由が解明した時点で改めて周知するな

ど、迅速かつ柔軟に対応 しなければなりません。

16‐ 3.点検態勢 (第 16条第 4項、第 5項関係 )

内部管理担当役員等は、取引中止等の発生時には、事実の速やかな公表及び事実や顧客

への影響の調査、発生事由等の検証、再発防止の策定および実施などを指揮・管理しなけ

ればなりません。特に発生事由の解明や点検については、発生当事者 となる部署のみに委

ねることなく、点検等が適切に行われるための組織や業務の設計、人員の配置を行 うこと

が求められます。

さらに会員は、検証のプロセスや内容、検証結果における判断の妥当性について、内部

監査部門が事後確認する仕組みをもつて、適切な業務推進に努めることが求められます。

17‐ 1.取引価格の点検 (第 17条第 1項関係 )

FX取引とは異なり、バイナリーオプションには個人投資者に対 して市場価格を提供す

る情報ベンダーがなく、価格の適正性について、外部情報を利用して点検することができ

ません。このため適切に点検を行 うためには、取引価格計算を構成する要素 (パ ラメータ

ー)を保存 し、計算式などを用いて価格を再現 し、実際に提示された価格や取引した価格

と突合 し、取引価格の適正性、妥当性を判断する必要があります。価格の組成 自体を外部

に委託 し、当該委託先によつてパラメーターに係るデータが秘匿扱いとされる場合やパラ

メーターにかかるデータの種類及び量が膨大で保存が困難であるなどの場合には、委託先

に関わらず会員 自身が基準とする取引価格計算式を設け、当該式により行 う計算に必要な

パラメーターを用意 し、点検時にはその計算式 とパラメーターをもつて点検用の基準値を
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確定して、点検用数値 と実際の取引価格等が不規則に乖離する場合には、その理由を分析

し、適正であったことを確認する必要があります。

これ ら′点検に求められるデータについては、第 19条により準用 となる店頭 FX取引の配

信価格ルール、データ保存ルールに従い、3年間分を保管することが必要です。38

なお、FX取引を扱 う会員であって、個人向け店頭バイナ リーオプションの取引価格の

算出にも自社の FXレー トを用いることとする場合には、個人向け店頭バイナリーオプシ

ョンの取引期間中に FX取引で異常レー ト (bad tick)が 配信されるなど不都合な状況が

発生した場合には、速やかに当該 bad tickが 個人向け店頭バイナリーオプションの価格に

与えた影響を検証し、顧客に不利益が生じていた場合には、顧客に対 して、適切に対処す

る必要があります。

点検は、理想的には常時行われることが望まれますが、実際上、困難なことから、会員

各社の業容等を踏まえ、可能な限り高頻度で行 うことを要請 します。ただし、少なくとも

1日 に 1回以上はサンプリングによる点検を行 うことは必要と考えます。

17・ 2.判定価格の点検 (第 17条第 2項関係 )

判定価格についても同様に、取引の適正性を点検するためのデータとして 3年間分の保

管が必要です39。 FX取引も取 り扱 う会員の場合、バイナ リーオプション取引の判定価格に

ついては外部の情報ベンダーのデータを用いることとする場合には、外部情報ベンダーの

bad tick配 信が無かつたか、自社の FXデータと突合 して確認する必要があります。一方、

自社の FX取引用の価格を判定価格にも用いる場合には、自社内で価格操作が行われてい

ないか、外部情報ベンダーの配信情報などを用いて点検する必要があります。

点検頻度については、取引価格 と同様に、理想的には常時行われることが望まれますが、

実際上、困難なことから、会員各社の業容等を踏まえ、可能な限り高頻度で行 うことを要

請 します。ただし、少なくとも 1日 に 1回以上はサンプリングによる点検を行 うことは必

要と考えます。40

なお、一定の算定方法により権利行使価格を決定する場合には、決定された権利行使価

格も取引価格や判定価格 と同様にデータ保管や′点検の対象となります。

17・ 3.点検態勢 (第 17条第 4項、第 5項関係 )

16‐ 3.と 同様に、内部管理担当役員等は、取引価格や判定価格の点検を指揮 ,管理 し、

点検が適切に行える態勢の整備に努めなければなりません。

また、会員は、点検結果等について、内部監査部門による事後確認を徹底 し、適切な価

38 規則第 19条 により準用となる業務取扱規則第 25条の 2及び第 25条の4と その細則 (店頭外国為替証拠金取引に

係るデータ保存関係)により、データの保存期間は 3年間となります。
39 38に 同じ。
10 人手を介さず、システムやプログラムにより完全に自動的に行われ、かつ、別途、システム等が正常に運用されて

いることを常時確認する仕組みが整備されている場合には、価格等について、日次の点検を必ず行わなければなら

ないとするものではありません (た だし日次に替え週次をもつて点検するなど、実際のデータをサンプリングして

定期的に点検することは必要と考えます。)
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格をもつて取引が行われる仕組み作 りに注力することが求められます。

18.取引結果の公表 (第 18条関係 )

顧客の支払総額には、売建ポジションを保有 していた顧客が判定により、ペイアウトを

支払 うこととなった場合の支払い額も含まれます。この場合、当該顧客が受け取るプレミ

アムを差し引かず、総額をもつて計上 します。

買建ポジションを途中で解消した場合には、顧客の売却 (解約)額を受取額 として計上

します。

取扱会員が共通して集計 し、公表する期間は各月とし、前月の結果を、当月 7営業 日程

度までに自社の HPを通 じて公表することが望ましいと考えます。なお、割合に替えて実

数値を公表することや、 1か月単位以外の期間をもつて実績を更に公表することは問題あ

りません。

19.準用規定 (第 19条関係 )

第 19条では、金融先物取引業務取扱規則第 25条の 2の 2,お よび第 25条の 2の 3(共
に近 日制定見込み)も 準用することとなります。当該規定は、注文執行態勢整備 と取引ル

ールの顧客への説明義務に関する規則です。本規則が適用される個人向け店頭バイナリー

オプション取引も常時変化する売買価格を顧客に提示 し、取引を行 うこととなる関係上、

スリッページが生ずる蓋然性が高いことから、当該規則についても準用することが適当と

考えます。

以 上
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□
的

2013年 7月 18

個人向け店頭パイナリーオプション取引説明書に記載される取引概要の必要事項

①取引の名称

自社の当該取引の呼称を記載します。

②商品区分

バイナリーオプション、レンジバイナリーオプションなどバイナリーオプションと

しての一般的な名称を記載します。また、アメリカンタイプなど権利行使のタイミ

ングを表する呼称の記載を加え、あるいはコールオプションとプットオプションを

同時に取り扱 う場合には、各名称にコールとプットを加えるなどの方法により記載
41を加えます。

③取引対象となる原資産

原資産とする預金等、通貨、通貨指標や金利指標の種類を記載します。

④取引方法

新規の買付取引と新規の売付取引の取扱の有無を記載します。また、証拠金取引と

して取引価額の授受を決済日まで行わない場合には、証拠金取引である旨を記載し

ます。

買付取引のみを取り扱 う場合には、ポジションの解消取引は行うことができる旨が

判るような記述を添えます。

⑤権利行使の方法

アメリカンタイプ、ヨーロピアンタイプの別など権利行使がいつ行われるか (行 う

ことができるか)や、権利行使する場合には取得者が自ら意思表示をする必要があ

るか否か (自 動的に権利行使が行われる場合にはその旨)を記載します。アメリカ

ンタイプ、ヨーロピアンタイプ、バミューダタイプのいずれかに属するか不明な場

合にも、権利行使のタイミングに係る事項を記載します。

⑥取引期間 (時間)

取引の開始時刻と終了時刻を記載します。

なお、売買の終了時刻が判定時刻と異なる場合には、売買開始時刻と終了時刻を別

に記載します。また、買付取引を終了した後、引き続きポジション解消取引を行 う

ことができる場合には、ポジション解消取引の終了時刻についても別に記載します。

取引期間の開始に先立って予約期間を設ける場合には予約の開始時刻および終了時

刻を記載するほか、予約期間中の予約注文について予約の取り消しの有無、取り消

しとした場合の顧客が負担する費用について判りやすく別に記載します。

“
バイナツーコールオプション、レンジノミィナリープットオプションなどと記載します。
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⑦判定         
‐

判定に係る留意点を記載します。とくに次の事項については十分に分かりやすく記

述する必要があります。

・判定価格と権利行使価格が同じであつた場合のペイアウトの取扱い (特に両価格

が同値となった場合はペイアウトが生じない場合には顧客に十分に分かるように

記載。)

・判定価格は基となる価格情報の Bid、 Offer、 仲値のうち、どの値を用いるか (そ

の他の値とする場合には、具体的に分かるように記載。)

・判定時刻に価格情報が得られない場合の措置 (判定時刻直後に得られた値を代用

する、あるいは取引を取り消すなど具体的に記載。)

③利用する判定価格の提供者

たとえば、自社のFX取引に用いる為替レー トを判定価格に用いる場合にはその旨、

外部情報ベンダーなどが提供する為替レー トを用いる場合には、当該情報ベンダー

の名称を記載します。また、常時判定に用いるレー トに何等かの支障があり、他の

情報を用いる場合があるときには、その旨および当該他の情報の提供者についても

記載する必要があります。

③権利行使価格設定方法

第 7条 (権利行使価格の決定時期)、 第 8条 (権利行使価格の設定)に規定する事

項について記載します。なお、グブルワンタッチなど複数の権利行使価格を有する

バイナリーオプションの場合には、その価格差の根拠などを別に説明を記載する必

要があります。

⑩権利行使価格の追加

取引期間中に権利行使価格の追加を行 う場合にはその旨および追加する時変1そ の他

追加を行 うための条件等について記載します。

①取引単位

提供するバイナリーオプション等の 1取引に係るペイアウト額及び数量 (金額)を

記載します。

⑫呼び値の単位

売買の注文金額の刻みに合わせ、発注価格の最小単位を示します。発注価格に上限

がある場合には、当該上限を併記します。なお、取引状況により呼び値が変更また

は制限される場合には、その旨および取扱方針を記載します。

①取引価格の決定方法

オークション方式42の場合にはその旨、その他の方法の場合には価格の決定に用い

られる理論などの概要、理論価格と取引価格との関係、STP方式43ゃ ホヮィ トラベ

ラー44の場合には請け元の業者名を合わせて記載します。

42 価格優先原則、時間優先原則などのルールに基づき、売り注文と買い注文の条件を付け合わせて次々と約定させる

個別競争売買による売買成立方法を指します。
43 straiれ t ThrOuれ PrOCessingの 略。ディーラーの介在なしにカバー先等に価格を伝達し、約定する仕組みを指し

ます。
44 相手先のブランドをもって取引を提供する方法を指し、提供元が提供する取引を自社ブランドにて利用する側をホ

ワイ トラベラーと呼びます。
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また、カバー取引先の名称 (海外の業者の場合であれば監督当局の名称も合わせて)

記載 します。

なお、次の点についても留意 し、適宜、詳述するなどの対応を図ることが必要です。

・主なパラメーター (原資産等のボラティリティー、金利等)を例示するほ

か、例えば各パラメーターの変動に応 じてオプション価格がどの程度変動

するか (グ ラフや表などを用いて理解 しやすいように工夫すること)

。理論値 と実際の取引価格 との乖離について、乖離の理由、乖離率が変動す

る場合にはその概要を説明し、かつ、グラフや表などを用いて理解 しやす

いように工夫すること

。買付価格 と売付価格が異なリスプレッドが存在する場合には、スプレッド

が生ずる理由、スプレッドが変動する場合にはその概要を説明すること

。同一条件 (原資産等、権利行使価格、判定時刻)の コールオプションとプ

ットオプションを用いる場合には、コールオプションの取引価格 とプット

オプションのペイアウト額から取引価格を差 し引いた額が一致しないので

あれば、その理由を説明すること

⑭取引代金の授受

取引成立時の取引価額の取 り扱い (即時決済、解消取引または判定による清算時決

済の別)について記載 します。決済代金について顧客預か り金データに反映される

時期などについても説明します。

⑮権利行使に係る決済

判定による決済代金の授受の時期および方法などについて記載 します。ワンタッチ

オプション等の場合には、特に決済代金の授受が判定時か当初設定された期間満了

時なのかなど、どの時点で決済するのかを明らかにする必要があります。

⑩取引停止事由

取引約款等に定める顧客との取引を停止又は拒否する事由及び個人向け店頭バイナ

リーオプション取引業務取扱規則第 16条第 2項に規定する取引を停止又は遅延 させ

ざるをえない事由を記載 します。

③必要証拠金の有無

証拠金を用いてバイナリーオプション取引を行 う場合にはその旨および必要証拠金

の預託方法、計算方法及びその額 (率)等について記載 します。

①追加証拠金

証拠金制度を採用する場合において、ポジション再評価に伴 う追加証拠金が必要か

どうかを記載 します。必要な場合には、入金期限及び入金がなされなかつた場合の

対処方法等を併記する必要があります。

⑩ロスカット取引

バイナ リーオプション取引を単独でポジション評価を行 う仕組みを用いるため、実

質的にはロスカットが生 じない場合にはその旨、あるいは他の通貨関連デ リバティ

ブ取引等 とともにポジション評価を行い、ロスカントが必要 となるときにはバイナ

リーオプションのポジションもロスカット対象 となる場合にはその旨および顧客が

保有する複数のポジションにおけるロスカットの順番など、ロスカット取引に関す



る取扱を記載します。

⑩区分管理

バイナリーオプション取引に係る顧客からの預り金の管理 (保管)方法について記

載します。

の限度額 (管理方法 (発注時検定、約定後検定の別など)を含む)

第 15条に従い自社で定める当該顧客との取引限度額や損失限度額など顧客保護の

ために設けられた基準とその管理方法について具体的に記載します。

なお、取引状況の管理方法については、モニタリングの方法 (注文および約定の状

況を随時把握する方法、取引結果によリモニタリングする方法)の別、取引結果に

よリモニタリングする場合には、そのモニタリングのサイクル、モニタリングに関

し、他の金融商品取引と合わせて行 う場合にはその旨および具体的な方法について

説明する必要があります。

なお、限度額等の基準を超えた場合には取引を解消するなどの場合があるときはそ

の旨を明記する必要があります。

のその他

たとえば、強制決済を行う場合の事由 (条件)や方法、自社レー トの誤配信、情報

ベンダーによる、いわゆるbad tickの 場合の取り扱いなどについて説明することが

必要です。

一定の算定方法により権利行使価格を定める場合には、具体的な決定方法、決定時

期、決定前及び決定後の取引方法の相違、取引可能期間、その他、権利行使価格の

決定前後で顧客との取引における留意点を明らかにすること。

以  上
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